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２－１－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

評価対象事業年度 年度評価 令和３年度 

中長期目標期間 平成２８年度～令和４年度（第１期） 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 研究振興局 担当課、責任者 基礎・基盤研究科課量子研究推進室、迫田健吉 

 評価点検部局 科学技術・学術政策局 担当課、責任者 研究開発戦略課評価・研究開発法人支援室、佐野多紀子 

主務大臣 原子力規制委員会（法人の業務のうち放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項について共管） 

 法人所管部局 原子力規制庁長官官房放射線防護グループ 担当課、責任者 放射線防護企画課、新田晃 

 評価点検部局 原子力規制庁長官官房 担当課、責任者 総務課、黒川陽一郎 

 

３．評価の実施に関する事項 

国立研究開発法人審議会（以下「審議会」という。）からの意見聴取、ヒアリング 

下記の手続きにより、文部科学省、原子力規制委員会の審議会において、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「量研」という。）の令和３年度の業務の実績（以下「令和３年度業務実績」とい

う。）及び第１期中長期目標期間終了時に見込まれる業務実績（以下「見込業務実績」という。）について量研からヒアリングを行い、評価についての意見を聴取した。 

令和４年６月 23 日、令和４年７月５日 文部科学省の国立研究開発法人審議会量子科学技術研究開発機構部会（以下「部会」という。）を開催し、業務実績評価の実施方針について確認し、量研から令和３年度業

務実績及び見込業務実績に関するヒアリングを行った。 

令和４年７月５日 原子力規制委員会の部会を開催し、業務実績評価の実施方針について確認し、令和３年度業務実績及び見込業務実績のうち放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及

び治療に係るものに関する事項について量研からのヒアリングを行った。 

令和４年７月 13 日 文部科学省の部会において、令和３年度業務実績に関する評価及び見込業務実績に関する評価についての意見を委員から聴取した。 

令和４年８月４日 文部科学省国立研究開発法人審議会（第 24 回）において、令和３年度業務実績に関する評価及び見込業務実績に関する評価について諮問した。 

令和４年８月９日 原子力規制委員会の部会において、令和３年度業務実績及び見込業務実績のうち放射線の人体への影響並びに放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に係るものに関する事項に関する評

価についての意見を委員から聴取した。 
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４．その他評価に関する重要事項 

特になし。 
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２－１－２ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ） 

Ａ 平成２８

年度 

平成２９

年度 

平成３０

年度 

令和元 

年度 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４ 

年度 

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、

効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められるため。 

 

２．法人全体に対する評価 

 QST の発足以来、理事長の強力なリーダーシップに応える形で職員らが進めてきた活動が研究開発成果や拠点形成に繋がったことを高く評価できる。また、従前より行っていた研究開発・社会実装を着実に実

施・発展したことに加え、QST 独自の活動も着実に実績を上げている。また、原子力災害対策・放射線防護等における中核機関として、社会的意義が極めて大きい放射線影響・被ばく医療研究を着実に実施した。 

 以下に示すとおり、顕著な成果の創出や将来的な成果の期待も多く認められるとともに、着実な業務運営がなされていると言える。自己評価は妥当である。 

 

・ 戦略的理事長ファンドの１つである「QST 革新プロジェクト」において、重粒子線がん治療装置「量子メス」の研究開発を進め、量子メス型小型マルチイオン源や量子メスシンクロトロン用超伝導電磁石の開

発が進展するなど、社会実装に向け大きく前進した。（p.9 参照） 

・ 戦略的理事長ファンドを活用することで、量子センシング、量子情報デバイス等の量子機能関連の研究開発が着実に進展し、世界最先端の量子機能に関する研究開発及び量子技術の社会実装を強力に推進す

る「量子機能創製研究センター」の発足（令和４年４月１日）に寄与した。（p.9 参照） 

・ 「量子技術イノベーション戦略」（令和２年１月統合イノベーション戦略推進会議決定）に基づく「量子技術イノベーション拠点」として拠点間連携を推進するとともに、量子生命科学の普及、研究成果の発

信、人材育成を積極的に進めた。また、「光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）」や「官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）」における企業との共同研究の推進や「量子技術による新産業創出

協議会（Q-STAR）」との連携等、産学官の共創誘発の場の形成を行った。（p.16 参照） 

・ 国内企業との共同研究により、従来の PET 装置から小型化し、認知症治療に有用な「頭部専用ヘルメット型 PET Vrain」が薬機法承認、実用化を達成した。（p.28 参照） 

・ 国際宇宙ステーション船外において、宇宙放射線の年間吸収線量を 3 年間に渡り実測し結果をまとめた。加えて、実験とシミュレーションの両側面から宇宙放射線の遮蔽効果の検証を行い、炭素繊維強化プラ

スチックなどの複合材料の遮蔽効果が高いことを示した。（p.38 参照） 

・ 産官学と密接に連携し、優れた成果の創出と技術移転・実用化を推進するべく、「量子機能創製研究センター」の設置に取り組んだ。（p.48 参照） 

・ レーザー打音検査において、レーザーブレークダウンプラズマによる衝撃波で加振を行う完全非破壊の遠隔検査手法を開発することにより、レーザー照射痕の発生を抑制した。（p.48 参照） 

・ 高い精度が求められる超伝導トロイダル磁場コイルの製造においては、溶接時の変形量を考慮した形状補正・矯正を行う技術が確立されたことにより、我が国のトロイダル磁場コイルの調達分全 19 機の調達

完了見通しを得た。（p.65 参照） 
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・ 年度計画通り、ジャイロトロン全 8 機分の製作を完了したことに加え、製作の過程において、ジャイロトロン以外の大型電子管においても寄生発信を抑制する技術を考案・実証した。（p.66 参照） 

・ 高速かつ低コスト（従来の３分の 1）のリチウム回収技術開発に成功し、ベンチャー設立や当該技術の社会実装に向けた活動を行った。（p.67 参照） 

・ 「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」管理法人として、成果最大化に向けた事業推進のマネジメントを高いレベルで実施したことにより、３年連続 A+評価を獲得した。（p.89 参照） 

・ オリンピック・パラリンピック東京大会対応として、テロ対応・被ばく患者受け入れを目的とした合同訓練を実施した。また、大会期間中は長期にわたり、千葉、高崎、木津地区の専門人材から構成される

「緊急被ばく医療支援チーム（REMAT）」体制を維持した。（p.97 参照） 

・ 環境試料中のウラン・ネプツニウム迅速分析法の高度化及び新たな手法の開発を進めた。また、農作物中のプルトニウムの移行評価について、新規パラメータの提言を行った。また、淡水魚におけるセシウ

ムの移行結果を示し、環境における減少の程度を報告した。（p.103 参照） 

・ 次世代を担う人材育成をするため QST リサーチアシスタント制度を運用し、大学院生 32 名を雇用するとともに、研究員・実習生など計 267 名を受け入れた。アンケート調査では、 87.0％と高い満足度を得

た。（p.106 参照） 

・ コロナ禍においても、各共用施設の運転維持管理体制を維持した。（p.110 参照） 

・ 放射線遮蔽等の検討を行うことにより、国内放射光施設で初となる実験ホールの非管理区域化に向けて大きな進展があった。（p.116 参照） 

・ 理事長ヒアリングやアンケートの実施により各部署の業務実施状況、取組の達成状況を把握するとともに、適切な予算の分配を行うことで、研究開発成果の最大化及び効果的な組織運営を着実に実施した。

（p.121 参照） 

・ 認知症研究開発事業などの大型外部資金を獲得し、研究開発の進展に寄与した。（p.131 参照） 

・ 採用、育成、環境整備において女性活躍を見込んだ施策を行ったことで、令和３年度にくるみん認定を取得した。（p.135 参照） 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

・ 引き続き、QST 革新プロジェクトで取り組んでいる量子メスの研究開発を進めるとともに、関係行政機関と連携しながら産業化に向けて着実に取り組むこと。（p.10 参照） 

・ 早期の知財の創出・確保・活用に向けて取り組むこと。（p.10 参照） 

・ アカデミアとの共同研究において、QST の関与や貢献度がより大きくなることが期待される。（p.18 参照） 

・ 産学連携量子イメージングアライアンス「脳とこころ」と、国内研究機関の多施設連携アライアンス「MABB」の成果を相互に活用できる体制が求められる。（p.29 参照） 

・ 低線量研究や ICRP 等の国際放射線防護基準策定を担うべき指導者や若手の抜擢が急務である。（p.39 参照） 

・ 特に実用化に近い分野については、共同研究や知財収入等による産業界からの外部資金の増額を期待する。（p.50 参照） 

・ QST が ITER 国内機関として指名されていることを踏まえ、引き続き ITER 計画や BA 活動を牽引するとともに、我が国における核融合の研究体制において中心的な役割を果たすこと。（p.68 参照） 

・ SIP 管理法人としてのマネジメントについて、今後さらなる成果の創出を期待するとともに SIP 終了後の社会実装の取組について管理法人業務の継続等、当該領域の取組を継続させていくことも併せて期待

する。（p.89 参照） 

・ 原子力災害対策・放射線防護等における中核機関としての役割を果たすことは、QST の重要な使命である。今後も着実に実行すること。（p.98 参照） 

・ 放射線影響・被ばく研究の推進及び成果の普及により、国民の放射線に対するリテラシーを高めること。（p.104 参照） 
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・ QST アシスタントリサーチについて、人材を取り込むための方策や、人数など具体的な目標値について示されたい。（p.106 参照） 

・ 共用については、長期的な視点をもって、利用者のニーズに基づいた施設・設備整備を行うこと。（p.110 参照） 

・ 運営開始時の運営体制・利用制度の構築及び整備を着実に進めるとともに、我が国の研究力強化や国際競争力強化への貢献手段について、国の運用主体として自らのミッションを定義すること。（p.116 参

照） 

・ リスク管理・ガバナンスの観点から、QST にとってより良い体制を整えること。（p.121 参照） 

・ 引き続き、外部資金及び事業化等による自己収入の増加を図ること。（p.131 参照） 

・ 多様性を意識した人事を行うとともに、安心して研究に邁進できる制度や環境づくりをすること。（p.136 参照） 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

本評価書における法人の業務実績の評価について、妥当であると考えられる。 

監事の主な意見 特になし。 

※評定区分は以下のとおりとする。（「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準（平成 27 年 6 月 30 日文部科学大臣決定、平成 29 年 4 月 1 日一部改定、以降「旧評価基準」とする）」p28） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成

果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の

創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、

着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の

工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見

直しを含め特段の工夫、改善等を求める。 
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２－１－３ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評定総括表 

 

中長期目標 年度評価 項目別調

書№ 

備

考  平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

 １．量子科学技術及び放射線に係る医学に関する研究開発          

 （１）量子科学技術に関する萌芽・

創成的研究開発 

量子生命科学研究に係る事項 
Ａ Ａ Ａ Ａ 

(Ａ) 
Ｂ Ａ  Ｎｏ．１  

量子生命科学研究以外に係る事項 (Ｂ) 

（２）量子生命科学に関する研究開発     Ａ Ａ  Ｎｏ．２  

（３）放射線の革新的医学利用等のための研究開発 Ａ Ｓ Ｓ Ａ Ａ Ｓ  Ｎｏ．３  

（４）放射線影響・被ばく医療研究 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ  Ｎｏ．４  

（５）量子ビームの応用に関する研究開発 

（最先端量子ビーム技術開発と量子ビーム科学研究） 
Ｓ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  Ｎｏ．５  

（６）核融合に関する研究開発 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ  Ｎｏ．６  

２．研究開発成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進 

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ 

b 

Ｂ 

b 

Ａ 

a 
 

Ｎｏ．７ 

 

３．国際協力や産学官の連携による研究開発の推進   

４．公的研究機関として担うべき機能      

 （１）原子力災害対策・放射線防護等における中核機関としての機能 a a a   

（２）福島復興再生への貢献 a a b   

（３）人材育成業務 b b b   

（４）施設及び設備等の活用促進 b b b   

（５）官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の整備等 b a a   

Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

Ａ 

Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ  Ｎｏ．８  

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ｎｏ．９  

Ⅳ．その他業務運営に関する重要事項 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  Ｎｏ．10  
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※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、本評価書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 

【研究開発に係る事務及び事業（Ⅰ）】（旧評価基準 p24～25） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な

成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層

の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な

見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

【研究開発に係る事務及び事業以外（Ⅱ以降）】（旧評価基準 p25） 

Ｓ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成

果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中長期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中長期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中長期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずるこ

とを命ずる必要があると認めた場合）。 

 
なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定

量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．４ 放射線影響・被ばく医療研究 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 

施策９－１ 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

施策９－３ 健康・医療・ライフサイエンスに関する課題への対応 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第 16 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和４年度行政事業レビューシート番号 ＜文部科学省＞0249 

 

２．主要な経年データ 

 

 ①主な参考指標情報 

 基準値等 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

論文数 
－ 86 報  

(86 報) 

54 報  

(54 報) 

92 報 

（92 報） 

82 報 

(82 報) 

89 報 

（89 報） 

111 報 

（111 報） 

 

TOP10％論文数 
－ ３報  

(３報) 

２報  

(２報) 

３報 

（３報） 

３報 

(３報) 

２報 

（２報） 

５報 

（５報） 

 

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況 
－ 出願０件 

登録４件 

出願２件 

登録１件 

出願２件 

登録０件 

出願３件 

登録０件 

出願４件 

登録０件 

出願２件 

登録２件 

 

（※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 

 

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

予算額（千円） 1,765,603 1,709,333 1,500,069 1,506,934 1,238,027 1,201,039  

決算額（千円） 1,860,130 2,066,622 1,899,445 2,041,428 2,225,826 1,743,643  

経常費用（千円） 2,314,847 2,123,168 2,080,486 1,997,029 1,980,037 1,880,809  

経常利益（千円） 28,624 10,311 △53,357 △57,457 △33,636 △9,534  

行政コスト（千円） ― ― ― 2,691,402 2,168,616 2,023,548  

行政サービス実施コスト（千円） 2,459,761 2,239,644 2,089,953 ― ― ―  

従事人員数 60 79 83 75 74 74  

 



9 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

【評価軸】 
①放射線影響研究の成果

が国際的に高い水準を達

成し、公表されているか。 
 
 
【評価指標】 
①国際水準に照らした放

射線影響研究成果の創出

状況 
 
 
【モニタリング指標】 
①論文数 
 
②TOP10％論文数 
 
③知的財産の創出・確保・

活用の質的量的状況 
 

1）放射線影響研究 
○ 被ばく時年齢依存性と線質については、炭素線、中性子線の肺がん誘発の生物学的効

果比(RBE)を明らかにし、肝がん、リンパ腫、皮膚がんの病理解析を継続した。 
○ 特に中性子線の脳腫瘍誘発 RBE については、通常の病理解析にとどまらず、独自技

術である、放射線被ばくに起因する Ptch1 遺伝子介在欠失変異を指標として用いた

精密な計測を行った。これにより、低線量域の RBE が高感受性時期で約 20、他の時

期はその半分程度であることを世界で初めて明らかにした（令和３年６月プレス発

表、８月 Radiation Research 掲載 IF 2.7、同９月 JST Science Japan 掲載）。これ

は、ICRP が定める放射線加重係数の基礎情報となり、宇宙放射線や放射線治療散乱

線の被ばく影響推定の改善に貢献する。本技術を用いて低線量・低線量率影響機序を

解明した過去の成果が、UNSCEAR 2020/2021 報告書に引用された。（評価軸①、評

価指標①） 
○ 放射線発がん影響の修飾効果については、高脂肪摂取した母親の子世代の長期寿命

実験を終了し、主要病変の病理解析を継続した。 
○ 生活リズムの乱れによる放射線発がんへの影響解析の観察を継続し、社会心理スト

レスの放射線影響修飾効果解析のため担癌マウスを用いた解析系を確立した。 
○ 宇宙放射線にも含まれる低線量鉄イオン線について、閉鎖空間ストレスと相乗的な

DNA 損傷誘発を起こすこと(令和３年８月 Radiation Research 掲載 IF 2.7)、食事制

限によりその遺伝毒性とゲノム不安定性が軽減できることを動物実験によって示し

た（令和３年 12 月 BioMed Research International 掲載 IF 3.4）。生物本来のもの

に近い環境（エンリッチ環境、「よいストレス」と言われる）での飼育が、消化管上

皮細胞の放射線誘発アポトーシス（損傷細胞の除去効果）を促進すること（令和３年

12 月 In Vivo 採択 IF 2.2)、肺における DNA 修復亢進・免疫力向上・炎症抑制を誘

導すること（令和３年 10 月 Front Immunol 掲載 IF 7.5)を発見した。国際的機関で

議論されている宇宙放射線等の被ばく後の発がんリスクに対する予防法を提示する

ことで、リスクの低減や国民の不安解消につながることが期待される。（評価軸①、

評価指標①） 
○ 福島復興特会から移管した低線量・低線量率連続被ばくの影響解明については、外部

資金によって、消化管腫瘍に対するリスク評価について解析を継続した。 
○ 次世代ゲノム・エピゲノムについては、リンパ腫・肝がん・乳がん・肺がん等のゲノ

ム異常の探索を行った。具体的には、胸腺リンパ腫、B リンパ腫、乳がん、消化管腫

瘍の放射線特異的ゲノム異常の評価を継続した。さらに、乳がんのなりやすさに関す

評定：A 
 
【評定の根拠】 
以下のとおり、年度計画を上回る顕著な

成果を創出した。 
  

 低線量中性子線の脳腫瘍誘発生物学的

効果比(RBE)を、通常の病理解析のみ

ならず、ゲノム変異を指標に初めて精

密に求めた。（評価軸①、評価指標①）  
 系統差を利用した動物モデルによって

多数の乳がん原因遺伝子の介在欠失変

異の存在を発見した。 （評価軸①、評

価指標①） 
 国際宇宙ステーション船外での宇宙放

射線環境を３年間調査した結果の公表

に加えて、複合材料は、鉄ビームに対

する遮へい効果がアルミニウムよりも

30〜60%程度高く、補給機「こうのと

り」で被ばく線量を５割程度低減でき

ることを計算で示した。（評価軸①、評

価指標①）  
 OECD/NEA の専門家会議への参加と

論文採択、アメリカ国立アカデミー委

員会での招待発表を行った。（評価軸

①、評価指標①）  
 X 線透視装置用防護カーテンや防護教

育ツールを開発した。医療被ばくの把

握にとどまらず、医療現場の防護に貢

献する成果である。（評価軸①、評価指

標①）  
 安全評価上の重要核種であるプルトニ

評定 A 

＜評定に至った理由＞   

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

■文部科学大臣が所掌する事項に関する評価 

（判断の根拠となる実績） 

・ 低線量域において、速中性子線による脳

腫瘍誘発の被ばく時年齢ごとの生物学的

効果比（RBE）を求めた。 

・ 国際宇宙ステーション船外において、宇

宙放射線の年間吸収線量を 3 年間に渡り

実測し結果をまとめた。加えて、実験と

シミュレーションの両側面から宇宙放射

線の遮蔽効果の検証を行い、炭素繊維強

化プラスチックなどの複合材料の遮蔽効

果が高いことを示した。 

・ 生活圏における放射線影響の研究とし

て、水田土壌中の Pu と Np の長期保持
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る系統差に基づいて、放射線被ばく後にできる乳がんの重要なゲノム異常を効率的

に発見できる動物モデルを開発し、これを利用して、ヒト乳がんに関わるのと同じ、

多くの遺伝子が介在欠失変異によって失われていることを発見した（令和３年８月

PLoS One 掲載 IF 3.2）。他の知見とも総合すると、これは放射線被ばくによる発が

んのメカニズムに介在欠失変異が関わることの一般性を示しており、また遺伝的個

体差の機序を示す成果であって、国際的機関が用いる被ばくリスク評価法の不確か

さの低減に貢献することが期待される。（評価軸①、評価指標①） 
○ ラット乳腺幹細胞系の細胞種ごとの DNA 損傷修復を評価する実験、マウス髄芽腫幹

細胞の評価実験を順調に進め、胸腺の幹細胞を含む未分化な細胞集団の動態が、放射

線被ばく時の年齢で異なることを明らかにした。また、遺伝子改変によって作製した

ラットの発がん実験の放射線発がん感受性のデータ解析を完了して、ヒト遺伝性乳

がんの特徴を再現する新規モデルであることを解明した。 
○ 細胞系譜解析については、幹細胞を長期に追跡できる遺伝子改変マウスの実験系を

用い、放射線被ばく後の乳腺幹細胞の動態解析を継続し、乳腺内腔細胞のクローン性

増殖と、被ばくでそれが時間と共に縮小する現象を捉えた。 
○ ラドン濃度モニタリングにおいて、気温や湿度、圧力等の環境変動によらず最大 12

か月まで一定感度で計測でき、線量計の前処理により感度を最大 30%程度向上でき

るシステムを構築した（令和３年８月 International Journal of Environmental 
Research and Public Health 掲載 IF 3.4）。 

○ 宇宙環境における放射線計測として、国際宇宙ステーション船外での宇宙放射線環

境を３年間にわたって調査した解析結果を公表した（令和３年 12 月 Astrobiology
掲載 IF 4.3）。今後の宇宙開発において重要な基礎データとなる。また、宇宙船材料

かつ遮へい体として期待される複合材料について、実験とシミュレーションによる

遮へい効果の検証を行った。鉄ビームに対する遮へい効果がアルミニウムよりも 30
～60%程度高く、補給機「こうのとり」で被ばく線量を５割程度低減できることを計

算で示した（令和３年９月プレス発表、11 月 Life Sciences in Space Research 掲載

IF 2.1、）。深宇宙探査用の宇宙船開発において人類の宇宙進出を支えることが期待で

きる。（評価軸①、評価指標①） 
○ 協力病院18施設において被ばく線量管理状況のアンケートと医療従事者の被ばく線

量を調査し、電離則改正による医療施設の被ばく線量管理状況と実効線量・水晶体等

価線量の変化について調査を進めた。また自然由来放射線物質(NORM)の吸入被ばく

模擬環境場の構築のために、簡易型エアロゾル発生器の性能評価を実施した。また、

協力病院６施設への被ばく線量データ取集ツール DoseQUEST の設置を進め、全 16
施設からのデータ収集を行い、医療被ばく線量登録コンソーシアム MEDREC によ

るデータ取集・解析の試験運用を継続した。X 線透視装置用防護カーテン(令和３年

８月Diagnostics掲載 IF 3.7）や防護教育ツール （令和３年 10月 European Journal 
of Radiology 掲載 IF 3.5）を開発し、論文発表した。これらの成果は、医療現場の防

ウム及びネプツニウムが、水田土壌に

よる長期保持能力が高く、IAEA が示

すよりも動きにくいことを解明した。

（評価軸①、評価指標①） 
 AI を導入した染色体解析の精度（質）

が熟練者と同等レベルに到達した。解

析に必要な時間は～1/1800 (解析速度

は PC の性能依存的。更なる高速化

へ。）に短縮。 外部への供与可能な解

析システムを完成させた。（評価軸①、

評価指標①）  
 ジルコニウムがプルトニウムの模擬元

素となることを見出し、SPring-8 にて

キレート剤との結合度を定量可能なシ

ステムを構築した。（評価軸①、評価指

標①） 
 抗酸化反応機構を分子及び量子レベル

で解明した。 これらの成果はより効率

的な抗酸化剤のデザインを可能にする

ものである。（評価軸①、評価指標①） 
 低酸素環境下において重粒子線がブラ

ッグピーク周辺で過酸化水素発生のピ

ークを形成することを見出した。低酸

素環境であることが知られている腫瘍

細胞の治療における重粒子線の優位性

の根拠となる機構を解明した。（評価軸

①、評価指標①）  
 難治がんの寛解の可能性及び効率的ア

ブスコパル効果誘導を示した。樹立し

た iPS細胞を樹状細胞として分化させ

ることで、高品質かつ大量の樹状細胞

を調製し、さらに、局所に注射するこ

とで放射線がん治療の効果を飛躍的に

高め得ることを示した。（評価軸①、評

価指標①）   
 
以上のように、放射線防護・規制の基

力を実測により評価し、IAEA のデータ

より保持能が 2 桁高いことを明らかにし

た。 

・ 世界で初めて MS 変異が起こりやすいゲ

ノム部位（ホットスポット）を同定した。

また、生体内における保有量が少ない樹

状細胞を iPS 細胞から十分に得て、難治

性がん治療に用いることでチェックポイ

ント阻害剤反応性を獲得し、遠隔転移癌

の増殖抑制に成功した。 

・ 抗酸化物質であるビタミン E 類縁体によ

るラジカル消去反応に量子トンネル効果

が関与していることや、抗酸化物質レス

ベラトロールのメチル化によるラジカル

消去の反応機構が電子供与から水素原子

供与に代わることを明らかにした。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 低線量研究や ICRP 等の国際放射線防護

基準策定を担うべき指導者や若手の抜擢

が急務である。 

 

＜その他の事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 放射線影響研究が、医療の観点から着実

に継続されていると考える。引き続き課

題を明確にして研究を展開することを期

待する。 
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護に貢献する。（評価軸①、評価指標①） 
○ 放射線リスク・防護研究基盤(PLANET)運営委員会・動物実験線量率効果検討 WG 合

同委員会を開催し(令和３年７月、令和４年２月)、動物実験データの数理モデル解析

と放射線リスク・防護研究課題の改訂作業を継続した。線量率効果の生物学的メカニ

ズムに関するレビュー論文をまとめた。また、経済協力開発機構 /原子力機関

(OECD/NEA)の低線量放射線リスクに関する専門家グループ(HLG-LDR)に設けら

れた AOP グループの会議に参加し(令和３年９月、12 月）共著のレビュー論文を公

表した(令和４年１月 International Journal of Radiation Biology 掲載 IF 2.7）。ア

メリカ国立アカデミーの低線量放射線研究の戦略を策定する委員会に日本を代表す

る有識者として２名が招待され、量研の研究成果や PLANET の紹介を含めた日本の

低線量放射線研究の現状を報告した(令和３年 11 月)。（評価軸①、評価指標①） 
○ 動物実験アーカイブ（J-SHARE）の登録を継続して進め、外部公開用資料としてラ

ット肺がんと乳がんの病理標本サンプル約 15,000 枚の登録を完了した。さらに、本

年度の学術論文５報（内部３報、外部共同２報）、AI を活用した病理解析に向けた研

究や部門横断型研究推進に利活用した。 
○ 原子力発電環境整備機構との共同研究について、改めて令和３年度から２年間の契

約が始まり、順調に進んだ。 
○ 安全評価上の重要核種であるプルトニウム及びネプツニウムについて、我が国の土

壌におけるこれらの核種の保持能を、グローバルフォールアウトを実測した共同研

究によって示した。計画外の成果として、我が国の多数の土壌を比較することによ

り、プルトニウムよりもネプツニウムが土壌に留まりにくいこと、IAEA が使用して

いる欧米の土壌を用いた短期実験結果に比べ、我が国の実際の水田土壌環境中で長

期間経過した場合の保持能の方が約２桁高いことがわかり、長期評価の高精度化に

大いに役立つ（令和４年３月 Chemosphere 掲載 IF 7.1）。また放射性セシウムによ

る内部被ばく評価の高度化のため、土壌から日本に自生するキノコへの放射性セシ

ウムの面移行係数を算出し、菌根菌より腐生菌で移行しやすいことを解明した(令和

３年 10 月 Journal of Environmental Radioactivity 掲載 IF 2.6）。これらのデータ

は、放射性廃棄物処分による被ばく安全評価の不確実性の低減につながる。（評価軸

①、評価指標①） 
 
【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況（モニタリン

グ指標①～③）】 
 論文 68 報、TOP10%論文数２報、特許登録：１件 

 
【モニタリング指標以外の参考指標状況】 

 放射線被ばくに起因するゲノム変異の基礎となる論文２報(2010 年、2016 年）を含

め、UNSCEAR 2020/2021 年報告書（福島原発事故の影響、低線量放射線影響の生

盤及び放射線障害治療において国際的ニ

ーズの高い研究開発を行い、年度計画を

上回る成果を複数得て国際的に大きく貢

献したことから、A 評価とした。 
 
 
【課題と対応】 

 低線量研究等の社会的使命と、ICRP
等の国際放射線防護規準策定のための

ニーズを負った本分野の未来を支える

ため、次期中長期を担うべき指導的人

材や若手の抜擢が急務である。  
 第２中長期計画期間の放射線影響研究

では、これまでの成果を発展させ、老

化・炎症研究や量子生命の関連研究と

の融合、人への外挿を図っていく。 
 これまでの被ばく医療研究の基礎的研

究の成果の社会実装が求められてお

り、その実現に向け、令和３年度には

組織再編が行われ、橋渡し研究に必要

な分野の人材が強化された。今後も研

究成果の社会実装に努力する。 
 
 

・ 成果を社会に訴え、国民の放射線に対す

るリテラシーを高めるためのさらなる努

力に期待する。 

・ 放射線医療に関する領域は、人間の活動

と密接かつリスクが大きいため、研究成

果は大いに期待される。 

 

■原子力規制委員会が所掌する事項に関する

評価 

原子力規制委員会国立研究開発法人審議会に

おいて以下の意見が示されており、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められると評価した。 

 

＜評価すべき実績＞ 

・ 放射線影響研究において、宇宙飛行士や

放射線治療患者が受ける速中性子から

の被ばくに起因する脳腫瘍のリスク評

価に必要な生物学的効果比（RBE）を動

物実験によって求めた研究は、これまで

の放射線がん誘発のメカニズム研究の

成果を生かして発展させた研究でもあ

り、その手法及び結論は国際的な貢献を

するものである。 

・ 被ばく医療研究において、事故時の染色

体による線量評価のための AI 自動画像

判定アルゴリズムを PNA-FISH 教師デ

ータを増加することによって検出感度
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物学的機序）に 27 報が引用されたことで、成果が国際的に高い水準を達成した。 
 ICRP にタスクグループ委員 (TG99、111、113)として３名が貢献したこと、

OECD/NEA の専門家グループに日本代表として１名が参加したこと、アメリカ国立

アカデミー低線量放射線委員会に２名が招待されたこと等は、研究開発が国際的に

高い水準を達成しており専門性が高いと評価された結果である。 
 プレス発表「中性子線の発がん影響の強さを正確に評価する方法を確立 ― 世界の放

射線防護基準の基礎となるデータの獲得が可能に―」(６月)、「宇宙放射線の被ばく線

量を低減する新たな宇宙船素材を発見 ―深宇宙探査用の宇宙船開発につながる重要

な科学的知見―」(９月） 
 
2）被ばく医療研究 
○ 副作用が少なく、高い小腸放射線障害修復能を有する新規糖鎖治療候補薬の開発に

関して、論文発表を行った（Adv Rad Oncol 2022）。 
○ 解析が困難だったゲノムワイドなマイクロサテライト解析を可能にし、iPS 細胞で異

常が上昇していることを示すとともに、異常の少ない iPS 細胞タイプ、臍帯血赤芽

球由来 iPS 細胞、を見出した（Stem Cell Reports 2021, IF=7.8)。また、生体から十

分な数が採取できない樹状細胞を iPS 細胞から大量に得ることに成功し、難治性癌

（チェックポイント阻害剤耐性）治療に用いることでチェックポイント阻害剤反応

性獲得による完全寛解への道を拓いた。さらに、遠隔転移癌の縮小の効率的誘導（効

率的アブスコパル効果誘導）にも成功した（J ImmunoThera Cancer 2021, 
IF=13.751）。（評価軸①、評価指針①） 

○ 構築した組換え活性可視化モデルマウスを用いて、胸腺リンパ腫の誘導に、γ 線への

被ばくによるゲノム不安定性の増加が関与することを明らかにした（Am J Cancer 
Res, in press, IF=6.1）。 さらに、解析の過程で、GFP 蛍光蛋白質を発現する細胞及

び組織が、活性酸素（ROS）の産生を増加させる可能性が示唆された（Int J Mol Sci 
2021, IF=5.9）。 

○ 放射線による水中での過酸化水素の生成に酸素依存的と非依存的な過程があり、そ

れらの生成率が LET の大きさに依存することを見出した。さらに、酸素非依存的な

生成はブラッグピーク付近で最大になるという重要な知見を得た。このことは低酸

素環境であることでよく知られている腫瘍細胞における過酸化水素の発生がブラッ

グピークで最大になることを意味する（Free Radic. Res 2021, IF=4.1）。（評価軸①、

評価指針①） 
○ 抗酸化反応機構を分子レベル及び量子レベルで解明した。これらの成果は、より効率

的な抗酸化剤のデザインを可能にする。１）ビタミン E 類縁体による障害性因子モ

デルラジカル消去反応に量子トンネル効果が関与していることを明らかにした

(Antioxidants 2021, IF 6.3)。２）抗酸化物質レスベラトロールのメチル化により、

障害性因子モデルラジカル消去の反応機構が電子供与から水素原子供与に変わるこ

を改善することに成功したこと、甲状腺

モニタリングについて、乳幼児用甲状腺

モニタの改良を進め、大幅な小型化・軽

量化を実現し製品化に向けた検討を進

めたことは、高く評価できる。 

・ iPS 細胞の再生医療への更なる利用に貢

献できる成果として、マウス及びヒトの

ゲノム初期化により樹立された細胞

（iPS 細胞・核移植 ES 細胞）における

マイクロサテライト異常を初めて明ら

かにしたことは、顕著な成果と認められ

る。 

 

＜今後の課題・改善事項等＞ 

・ 放射線リスク・防護研究基盤(PLANET)

運営委員会・動物実験線量率効果検討

WG 合同委員会を開催し、動物実験デー

タの数理モデル解析と放射線リスク・防

護研究課題の改訂作業を継続した。こう

したオールジャパンでの具体的な重点

研究課題検討は、放射線影響や防護に関

する課題解決のために必要不可欠で、

QST には継続的に役割を果たすことを

期待している。 

・ 甲状腺被ばく線量モニタリングのため

の乳幼児用甲状腺モニタや染色体線量

評価のための AI 自動画像判定アルゴリ

ズムの開発など原子力災害対応に資す
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とを明らかにした(Antioxidants 2022, IF 6.3)。（評価軸①、評価指針①） 
○ 原子力規制庁放射線安全規制研究で制作した乳幼児用甲状腺モニタの諸特性を評価

し、原子力災害時における有用性を評価した（Yajima et al., Radiat. Meas. 2022）。
令和２年度試作した同モニタの小型軽量化改良機については、製品化するための検

討をメーカーと進めた。 
○ AI を導入した染色体解析の精度（質）が熟練者と同等レベルに到達し、解析に必要

な時間は～1/1800 (解析速度は PC の性能依存的。更なる高速化へ。）に短縮するこ

ととなった。外部への供与可能な解析システムが完成した。機械学習を取り入れた染

色体画像解析システムの改良を進め、二動原体染色体異常の判定精度を向上させる

ことに成功し、その成果を報告した（原子力規制庁放射線安全規制研究）。（評価軸

①、評価指標①） 
○ バイオアッセイ（便）の迅速化のため、人工便を用いた乾式灰化条件の最適化、回収

率向上のための有機物分解用試薬の選定、放射能分析と質量分析を併用した測定法

の検討を行い、最適条件を決定した。 
○ 低エネルギーX 線による皮膚被ばくの個人線量当量評価を目指し、X 線管から放出

される X 線のエネルギーを直接測定する技術を開発した。 
○ 体内元素動態量子技術戦略に関する関西研、量医研、量生研との組織横断研究に着

手、生体内放射性核種の化学形解析の基盤整備を行った。ジルコニウムがプルトニウ

ムの模擬元素となることを見出し、SPring-8 にてキレート剤との結合度を定量可能

なシステムを構築した。この系を用いて、プルトニウム除染剤として承認されている

DTPA より約 10 倍強力なキレート剤 EHBP を見出した（X 線分析の進歩 53, 223-
229, 2022）。（評価軸①、評価指針①） 

○ プロトンマイクロビームを利用し、腸管組織の元素分布解析手法を確立した（X 線分

析の進歩 53, 195-202, 2022）。 
○ 骨組織のウラン３次元分布画像を取得した（X 線分析の進歩 53, 127-238, 2022）。

（評価軸①、評価指針①） 
 
【論文数・TOP10％論文数・知的財産の創出・確保・活用の質的量的状況（モニタリン

グ指標①～③）】 
・論文 43 報、TOP10%論文数３報、特許出願：２件、特許登録：１件 
 
【モニタリング指標以外の参考指標状況】 
・外部資金：科研費 21 件（原子力規制庁放射線安全規制研究１件含む）、受託等２件、

合計 68,783 千円 

る成果については、今後の実用化に向け

て更なる努力を期待する。 

・ 放射線障害の治療に向けた基礎研究は

インパクトのある成果であるので、今後

の実際的な事故後の高線量被ばく医療

の発展にどのように繋がっていくのか

分かりやすく示すことが必要である。 
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【前年度主務大臣におけ

る指摘事項等への対応状

況】 
・放射線影響・被ばく医

療研究は安全保障の点で

特に重要な科学技術であ

り、長期的な研究に関わ

ることのできる人材の確

保や目的にあった人材配

置が望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・宇宙環境での放射線防

護研究（特に宇宙線の人

体影響評価）については、

この分野に人材を引き付

ける要素にもなるため、

今後注力が望まれる。 
 
・定年制職員の減少に伴

う人材附則が予想されて

いる。福島事故を経験し、

放射線影響研究と被ばく

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 
 
 
○ 若手研究者を雇用しあるいは受け入れて研究を進めることで、この分野での人材育

成を行っている。令和３年度は、研究者として放射線影響分野の 40 歳以下の若手研

究者４名（定年制職員１･任期制職員３）の雇用、博士後期課程の連携大学院生等の

受け入れ３名（うち博士号取得１）の実績がある。長期的な研究に係わるためには、

定年制職員としての採用が必要である。 
○ 被ばく医療研究は、社会的にも特に重要な科学技術という側面を有しているが、日常

的に発生するわけではないという特殊性を有している。一方で、通常の疾患、即ち、

日常的にどこかで生じている疾患においては多角的に深く研究することが可能なる

ため、質の高い多くの成果が出る素地がしっかり形成される。そしてそのような分野

には若い研究者は可能性を感じる。その分野が若い研究者にとって魅力的でかつ世

界的にも質の高い、注目されるものであることが求められ、それが継続性と質の向上

そして長期的な研究に関わることのできる人材の確保に繋がると考えている。 
そこで我々は被ばく医療と他の重要な疾患研究の共通領域の掘り起こしを進めてき

た。再生医学や iPS 細胞研究は医学の先端を走るが一方で被ばく医療の柱となりう

る。被ばく医療の分野で育った若い研究者は他の分野でも大いに活躍できるし、その

逆も可能で、他分野の優秀な研究者が被ばく医療をテーマに活躍できる。更に、現段

階では他分野とのオーバーラップが見えづらい被ばく医療特異的な研究対象でさ

え、強く意識しこの方針で進めることでかなりの部分は克服できると考えている。こ

のような理由からまず次期中期計画では再生医学や iPS 細胞研究、組織幹細胞、間

葉系幹細胞研究を柱に人材を配置するとともに、QST 病院のがん治療（晩発効果）

との橋渡し研究で実際の被ばく時にも対応可能な技術の開発、スキルアップを追求

する領域への人材を配置したい。 
 
○ 宇宙放射線の防護に資する計測・線量評価技術や遮へい技術等の研究開発ならびに

宇宙放射線の人体影響評価につながる生物実験やリスク評価等に関する研究を、地

上の重粒子線加速器や国際宇宙ステーション等を活用して、着実に実施していく。宇

宙実験については国際協力関係が重要であるため、現在取り組んでいる国際連携を

強化していきたいと考えている。 
 
 
○ 若手研究者を雇用しあるいは受け入れて研究を進めることで、この分野での人材育

成を行っている。令和３年度は、研究者として放射線影響分野の 40 歳以下の若手研

究者４名（定年制職員１･任期制職員３）の雇用、博士後期課程の連携大学院生等の

受け入れ３名（うち博士号取得１）の実績がある。長期的な研究に係わるためには、
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医療研究では世界をリー

ドしていくべき我が国の

基幹研究機関として長期

的な研究に従事する人材

の確保が急務である。放

射線影響研究も医療被ば

く研究の全体戦略の中で

どこまで進展しているか

がわかるようなロードマ

ップを示すことが社会か

ら理解され高い評価を得

るために不可欠である。 
 
・前年度以前からの研究

継続によって科学的知見

が蓄積されてきている。

社会的ニーズも強く、今

後も長期的な視点で取り

組んで行く必要のある研

究である。低線量被ばく

の発がん影響研究が外部

資金確保で遂行されてい

るが、短期間で成果を出

せない基礎的な研究には

定常的な研究費が確保さ

れる必要がある。 
 
 
・低線量・低線量率被ば

くにおけるリスク評価研

究は、社会のニーズが高

く研究の進捗が期待され

るところであるが、長期

間の研究継続が必要であ

る。しかし、非常に地味

な研究であり、QST の努

力だけでは限界があり、

定年制職員としての採用が必要である。放射線影響研究のロードマップについては、

オールジャパンで考える必要がある。そのため、平成 29 年度に設立した放射線リス

ク・防護研究基盤(PLANET: Planning and Acting Network for Low Dose Radiation 
Research)の枠組みを利用して、2029 年頃に予定されている ICRP 勧告改定あるい

はさらにその後の議論への反映を目指した研究ロードマップの策定を開始した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 低線量率被ばくの発がん影響研究は、社会ニーズが強い。又その研究のためには長期

的な実験が必要なため、現在は外部資金を獲得することで、研究を継続する努力をし

ている。福島再生支援に加え、脱炭素社会の実現、廃炉推進等の施策とも関連するこ

とから、長期的視点で取り組む必要のある放射線影響研究に対する国の定常的サポ

ートを得られるように検討していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 低線量・低線量率放射線リスク評価の不確実性改善に向けた研究戦略を提案し、研究

者間の連携を支援するために、平成 29 年度より、放射線リスク・防護研究基盤

(PLANET: Planning and Acting Network for Low Dose Radiation Research)を設

立し、国内の放射線防護や低線量放射線影響研究に係る専門家によりなる運営委員

会を放医研の内部委員会として設置して活動を継続している。この枠組みを利用し

て、社会のニーズに応える出口戦略を考え、活動を進めていく。 
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オールジャパンの関係者

の理解と協力が必要であ

る。そのための戦略と実

践活動を QST に期待し

たい。 

 
 
 

【研究開発に対する外部

評価結果、意見等】 
【研究開発に対する外部評価結果、意見等】 
放射線影響研究については、国際的規制等や医療安全に資することを目指して、バラン

スのとれたマネジメントによってなされ、適切に研究が進められている。QST が擁する

人材の強みの発揮と国内関係者の協力体制により、中性子の脳腫瘍誘発 RBE の評価、低

線量での発がんを自然発生がんと区別するゲノム解析、宇宙放射線環境調査等、放射線防

護の基礎となるユニークな研究成果が生み出され、それぞれの研究分野で実績を残し、計

画を上回る成果を上げて適切に公表されており、国際的にも QST のプレゼンスが発揮さ

れている。社会のニーズを踏まえた適切な課題設定と実施計画の策定が行われており、研

究範囲が広範ではあるが、医療被曝への応用、放射線による影響の機構解明を介して、実

験動物とヒトの間の「橋渡し」の推進を期待する。 
被ばく医療研究においては、被ばく医療に係る研究を（1）再生医療に用いられる細胞

の特徴の解明、（2）緊急時の線量評価法の確立、（3）放射性核種の除染法の開発の 3 点

に集約して研究が進められており、各研究項目においていずれも計画を上回る成果が創

出されており、外部連携や国際協力も実施されていることから、成果を最大現効率的にす

るマネジメントが極めて適切に行われている。iPS 細胞から樹状細胞への高効率な分化、

AI 導入による染色体自動解析装置開発、低酸素下での重粒子ブラッグ曲線と過酸化水素

の生成量の関係等、意義深い研究が非常に高いレベルで進んでいる。今後も国際的にも高

い水準での成果の創出と、QST がこの分野で人材育成の中心的な拠点となって発展して

いくことを期待する。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ｎｏ．７ 研究開発成果の普及活用、国際協力や産学官連携の推進及び公的研究機関として担うべき機能 

関連する政策・施策 ＜文部科学省＞ 

政策９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題への対応 

施策９－１ 未来社会を見据えた先端基盤技術の強化 

＜復興庁＞ 

政策 復興施策の推進 

施策 東日本大震災からの復興に係る施策の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第 16 条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和４年度行政事業レビューシート番号 ＜文部科学省＞0231, 0249 

 

２．主要な経年データ 

 

 ①主な参考指標情報 

 
基準

値等 

28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

統合による発展、相乗効果に係る成果の把

握と発信の実績（※法人全体） 

－ 技 術 ｼ ｰ ｽ ﾞ 7 9 件 

ﾌﾟﾚｽ発表４件 

技 術 ｼ ｰ ｽ ﾞ 9 8 件 

ﾌﾟﾚｽ発表４件 

技 術 ｼ ｰ ｽ ﾞ 9 8 件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

技術ｼｰｽﾞ 97 件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

技術ｼｰｽﾞ 97 件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

技術ｼｰｽﾞ 97 件 

ﾌﾟﾚｽ発表０件 

 

シンポジウム・学会での発表等の件数（※

法人全体） 

－ 1,805 件 2,150 件 2,252 件 2,138 件 1,104 件 1,602 件  

知的財産の創出・確保・活用の質的量的状

況（※法人全体） 

－ 出願 41 件 

登録 53 件 

出願 57 件 

登録 33 件 

出願 78 件 

登録 44 件 

出願 115 件 

登録 47 件 

出願 99 件 

登録 33 件 

出願 145 件 

登録 36 件 

 

機構の研究開発の成果を事業活動におい

て活用し、又は活用しようとする者への出

資等に関する取組の質的量的実績（※法人

全体） 

－ － － － 実績なし 実績なし 実績なし  

企業からの共同研究の受入金額・共同研究

件数（※法人全体） 

－ 受入金額 

112,314 千円 

件数 24 件 

受入金額 

154,466 千円 

件数 35 件 

受入金額 

110,136 千円 

件数 46 件 

受入金額 

176,194 千円 

件数 46 件 

受入金額 

211,361 千円 

件数 50 件 

受入金額 

187,916 千円 

件数 52 件 

 

クロスアポイントメント制度の適用者数

（※法人全体） 

－ １人 １人 ４人 20 人 29 人 45 人  

国、地方公共団体等の原子力防災訓練等へ － 参加回数 12 回 参加回数 14 回 参加回数 12 回 参加回数７回 参加回数６回 参加回数５回  
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の参加回数及び専門家派遣人数 派遣人数 14 人 派遣人数 18 人 派遣人数 21 人 派遣人数 13 名 派遣人数８名 派遣人数６名 

高度被ばく医療分野に携わる専門人材育

成及びその確保の質的量的状況 

－ － － － 関連研修会開催 16

回 

関連研修会開催 12

回 

関連研修会開催 22

回 

 

原子力災害医療体制の強化に向けた取組

の質的量的状況 

－ － － － 支援センター連携

会議等４回、研修

管理システム準備 

支援センター連携会

議等５回、研修管理

システム説明会 14

回開催 

支援センター連携

会議等５回、意見

交換会 13 回開催 

 

被災地再生支援に向けた調査研究の成果 － － － － 論文 21 報  論文 17 報 論文 14 報  

メディアや講演等を通じた社会への正確

な情報の発信の実績 

－ 79 件 170 件 137 件 141 件 58 件 70 件  

施設等の共用実績（※法人全体） 
－ 利 用 件 数 5 6 6 件 

採 択 課 題 2 0 6 件 

利 用 件 数 5 7 9 件 

採 択 課 題 2 0 5 件 

利 用 件 数 7 4 3 件 

採 択 課 題 2 5 3 件 

利 用 件 数 6 5 6 件 

採 択 課 題 2 3 1 件 

利 用 件 数 3 3 1 件 

採 択 課 題 1 7 5 件 

利 用 件 数 3 3 3 件 

採 択 課 題 1 9 1 件 

 

論文数 
－ 53 報  

(53 報) 

35 報  

(35 報) 

32 報  

(32 報) 

50 報  

(50 報) 

66 報 

（81 報） 

31 報 

(45 報) 

 

TOP10％論文数 
－ ０報  

(０報) 

１報  

(１報) 

１報  

(１報) 

２報  

(２報) 

４報 

（５報） 

１報 

（１報） 

 

 （※）括弧内は他の評価単位計上分と重複するものを含んだ論文数（参考値）。 

 

 ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 28 年度 29 年度 30 年度 令和元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

予算額（千円） 1,240,188 998,380 3,684,729 4,215,788 5,191,962 4,819,033  

決算額（千円） 1,888,211 1,363,177 4,097,671 7,827,537 8,791,243 9,083,708  

経常費用（千円） 1,930,493 1,539,778 1,954,958 4,701,623 4,364,363 5,202,151  

経常利益（千円） △28,422 △20,836 △92,182 △22,156 △157,969 △85,682  

行政コスト（千円） ― ― ― 5,463,754 4,516,419 5,325,207  

行政サービス実施コスト（千円） 1,753,616 1,489,690 1,947,593 ― ― ―  

従事人員数 62 56 75 99 105 124  

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視

点）、指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

  評定：Ａ 
 

【評定の根拠】 

 研究成果のわかりやすい普及及び成

果活用の促進、国際協力や産学官の連

携による研究開発の推進、原子力災害

対策・放射線防護等における中核機関

としての機能、福島復興再生への貢献、

人材育成業務、施設及び設備等の活用

促進、官民地域パートナーシップによ

る次世代放射光施設の整備等のそれぞ

れにおいて年度計画を達成するととも

に、研究成果のわかりやすい普及及び

成果活用の促進、国際協力や産学官の

連携による研究開発の推進、原子力災

害対策・放射線防護等における中核機

関としての機能、人材育成、官民地域パ

ートナーシップによる次世代放射光施

設の整備等においては年度計画を上回

る成果を得た。 

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

○評定に至った理由の詳細 

・ 「研究開発成果の分かりやすい普及及び

成果活用の促進、国際協力や産学官の連

携による研究開発の促進」については、海

外からの遠隔による実験機器制御の実現

や、「戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP）」第 2 期の課題である「光・量

子を活用した Society 5.0 実現化技術」の

管理法人としての活動を高く評価してい

ることから、自己評価の通り（a）評定が

妥当である。 

・ 「原子力災害対策・放射線防護等におけ

る中核機関としての機能」における文部

科学省の所掌において、「緊急被ばく医療

支援チーム（REMAT）」体制構築等の原

子力災害対策・放射線防護等における中

核機関としての役割を果たしたことに加
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えて、「アジア原子力協力フォーラム

（FNCA）」で放射線安全管理に関する提

言に寄与したこと等を高く評価している

ことから、自己評価の通り（a）評定が妥

当である。また、原子力規制委員会の所掌

においては、高度被ばく医療線量評価棟

を研修施設として効果的に運営したこ

と、被ばく医療診療の手引きについて

PDF 版として刊行したこと等を高く評

価していることから、（a）評定が妥当で

ある。両評価を総合的に判断した結果、

（a）評定が妥当であると判断した。 

・ 「福島復興再生への貢献」における文部

科学省の所掌において、環境動態研究な

ど、着実に成果を創出したものの、年度計

画を高く超える成果であるとは判断しが

たいことから、自己評価の通り（b）評定

が妥当である。また、原子力規制委員会の

所掌においては、住民の避難行動の影響

に注目し放射性のセシウム及びヨウ素の

吸入線量を算出したこと、環境中のアク

チニド核種の新たな分析法の開発したこ

と等を高く評価していることから、（b）

評定が妥当である。両評価を総合的に判

断した結果、（b）評定が妥当であると判

断した。 

・ 「人材育成業務」における文部科学省の

所掌においては、QST リサーチアシスタ

ント制度を運用し、研究員・実習生など計

267 名を受け入れたことに加え、近隣地

域の生徒に QST の研究開発活動を普及

啓発するなど、着実に業務を実施したも
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のの、年度計画を高く超えた成果である

とは判断しがたいことから、自己評価の

（a）ではなく、（b）評定が妥当である。

また、原子力規制委員会の所掌において

は、原子力災害医療人材を雇用し今後の

原子力災害対応、教育研修の中心となる

人材育成に着手したこと等から年度計画

の想定を超える顕著な成果と認められ

（a）評定が妥当である。両評価を総合的

に判断した結果、（b）評定が妥当である

と判断した。  

・ 「施設及び設備等の活用促進」について、

コロナ禍でも着実に実施しており、実験

動物の飼育環境の維持や品質管理を滞り

なく実施していることから、自己評価通

りの（b）評価が妥当である。 

・ 「官民パートナーシップによる次世代放

射光施設の整備」については、パートナー

シップに基づく連携のもとで困難度の高

い機器整備等を推進するとともに実験ホ

ールの非管理区域化に取り組むなど、将

来的な成果創出が期待されるため、自己

評価の通り（a）評定が妥当である。 

・ 以上より、年度計画に沿って着実に業務

を実施したことに加え、SIP 管理法人と

してのマネジメントに対する高い評価、

オリンピック・パラリンピック大会期間

の REMAT 体制構築など経済的・社会的

意義の大きい顕著な成果の創出が認めら

れ、また、海外との遠隔実験実現による国

際連携の更なる進展への期待、次世代放

射光施設の実験ホールの非管理区域化に
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よるユーザーの利便性向上に向けた取組

など将来的な成果の創出の期待等が見込

まれる複数の成果を上げたことから、総

合的に判断した結果、（Ａ）評定が妥当で

あると判断した。 

 

＜今後の課題＞ 

次頁以降に個別に記載。 

 
【評価軸】 
①成果のわかりやすい

普及及び成果活用が促

進できているか。 
 
 
【評価指標】 
①研究開発成果のわか

りやすい普及及び成果

活用の取組の実績 
 
 
【モニタリング指標】 
①統合による発展、相

乗効果に係る成果の把

握と発信の実績 
 
②シンポジウム・学会

での発表等の件数 
 
③知的財産の創出・確

保・活用の質的量的状

況 
 
④機構の研究開発の成

果を事業活動において

Ⅰ.2. 研究開発成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進 
○ アウトリーチ活動では、新型コロナウイルス感染症の拡大状況への柔軟な対応を取りつ

つ、「青少年のための科学の祭典全国大会」に参加（令和３年 11 月６日、７日）、千葉県

立現代産業科学館の夏休み展示会に出展（令和３年８月７日～22 日）した。また、オン

ライン開催となったサイエンスアゴラに出展（令和３年 11 月６日）し、最先端の研究内

容とその成果について紹介するとともに、量子科学技術に対する国民の理解増進に努め

た。（評価軸①、評価指標①） 
○ 施設公開では、地域や時期の状況に応じ、オンライン開催又は感染防止対策を行った上

での現地開催（オンライン開催を併用したハイブリッド開催を含む）により実施するこ

とで、各拠点が行っている研究内容を紹介し、地域交流を深めるとともに、量子科学技

術に対する国民の理解増進に貢献した。高崎研：オンライン開催（令和３年４月４日）、

千葉地区：ハイブリッド開催（令和３年４月 18 日）、那珂研：現地開催（令和３年 10 月

24 日）、関西研：現地開催（令和３年 10 月 31 日）（評価軸①、評価指標①） 
○ 広報誌「QST NEWS LETTER」は、量研の重要な成果や活動を紹介する特集を柱とし、

継続性、統一性を念頭に置いた記事構成で４回発行（４月号、７月号、10 月号、１月号）

した。各号約 1,400 部を外部に発送するとともに、量研 HP や SNS でも紹介し、多様な

手段で幅広い層への情報発信を行った。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標②） 
○ 量研創設５周年を機に、これまでの成果を振り返り今後５年の研究開発推進へつなげる

ための記念事業として、記念ロゴの作成・活用、５周年誌の発行・配布を行った。（評価

軸①、評価指標①、モニタリング指標②） 
○ HP をより見やすくするため、掲載情報を適宜更新するとともに、構成や表示に関する課

題への対応を行った。また、英語版 HP では、コンテンツの充実を図るためにプレスリ

リースの掲載を継続した。（評価軸①、評価指標①） 
○ SNS では、Facebook、Twitter、Instagram を活用し、多様な層への情報発信強化を進

めた。Facebook と Twitter では職員の採用募集情報、イベント開催情報、プレスリリー

ス紹介等、受取り手に関心を抱かせる情報を中心に情報発信を行った。また、YouTube

補助評定：a 
 
【評定の根拠】 
・コロナ禍で実地でのイベント開催等

が制限される状況において、オンライ

ンイベントへの参加やWebによるバー

チャル施設見学、SNS の活用などを積

極的に推進し、量研の知名度向上に向

けた情報発信を行った。また、きっづ光

科学館ふぉとんは、原則休館としたが、

令和２年度に引き続き実験工作教室の

動画を作成し、来館できない子供達に

も楽しめるような取組を行った。（評価

軸①、評価指標①） 
・研究開発成果の権利化に向けて、弁理

士等外部の専門家による支援を仰ぎつ

つ量研内のリテラシー向上を積極的に

進めることにより、研究者の特許出願

をより多く支援した。（評価指標①） 
・アライアンス活動を通じ企業との共

同研究における資金収入を着実に増や

すなど、堅実にアライアンスの発展を

進めた。（評価軸②③、評価指標②、モ

ニタリング指標⑤） 
・SIP 課題「光・量子を活用した

Society5.0 実現化技術」の管理法人業

補助評定：a 

 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ 令和３年度は、客員研究員 164 名を受入

れ、QST の研究開発等に対し指導・助言

を得た。また、協力研究員 440 名を受入

れ、 QST の研究開発等に協力を得るこ

とで、外部機関との連携を強化し、研究開

発を推進した。 

・ アウトリーチ活動では、オンラインイベ

ントへの参加や Web によるバーチャル

施設見学、SNS 等の活用により、量子科

学技術に対する国民の理解増進に努める
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活用し、又は活用しよ

うとする者への出資等

に関する取組の質的量

的実績 

チャンネルでは施設公開や線量評価棟落成記念式典、の動画等を公開し、施設公開や見

学の開催が制限される状況下でも広く市民の関心に応える活動を行った。（評価軸①、評

価指標①） 
○ マスメディアに対してプレスリリースを 33 件（量医研 12 件、放医研３件、量生研４件、

高崎研６件、関西研３件、那珂研１件、六ヶ所研４件：量研主体の研究成果に関わる発

表のみ）行い、プレスリリースと同時に HP で成果を公開し、最新の研究成果情報等を

提供するとともに、記者の理解を助けるためのレクチャーを実施した。取材記事も含め、

125 件の新聞掲載があった。（評価軸①、評価指標①、モニタリング指標②） 
○ マスメディアを通じた新たな情報発信として、量研が描いた未来社会のイラストを通し

て量研の研究開発を紹介する連載記事を、５月から毎週木曜日に日刊工業新聞科学面に

て掲載した。また、記者懇談会を令和３年７月９日にオンラインにて開催し、研究者が

科学記者に直接、最新の研究成果等を紹介する機会を設けた。さらに、記者向け説明会

を２回（令和３年５月 25 日、令和４年１月 18 日）開催した。（評価軸①、評価指標①） 
○ 量研の経営方針に関する理事長への取材、重粒子線がん治療や東電福島第一原発事故に

関わる活動並びに研究成果に関する取材などのマスメディアからの依頼（52 件）だけで

なく、一般の方からの問い合わせに対しても、適切かつ丁寧に応じることで、量研の研

究や活動が社会に果たす役割や貢献が正しく伝わるよう努めた。（評価軸①、評価指標①） 
○ きっづ光科学館ふぉとんでは、新型コロナウイルス感染症の感染状況に合わせて休館・

開館し、開館期間においては事前予約で小規模の団体見学（プラネタリウムの公開に限

定）を実施し、政府が定めるガイドラインに則った感染防止対策を行った上で受入を実

施した（来館者数は開催日数 55 日間で 692 人）。また、量研の研究内容などわかりやす

く紹介するための展示コーナーのパネル等の更新を行うとともに、休館中は開館時に実

施していた実験工作を、子供が自宅でも体験できるよう How to 動画を順次制作し Web
で公開した。（評価軸①、評価指標① 

○ 研究開発成果の普及と企業等による活用を一層推進するために、平成 30 年度に採用し

たリサーチアドミニストレータ（URA）を中心に、量研の論文発表分野の分析を継続し

て行い、量子生命・医学部門と量子ビーム科学部門における発表論文の知名度向上の改

善策を提案、量研の内部向け HP に公開し、情報共有により、外部の視点を意識した研

究開発成果発信及び知的財産創出に資した。（評価軸①、評価指標①）さらに、外国企業

や QST 認定ベンチャーなどとの実施許諾契約により量研が保有する知的財産の成果の

幅広い展開を促した結果、企業への実施許諾契約件数 99 件、うち令和３年度新規実施許

諾契約 16 件の実績が得られた。（評価指標①、モニタリング指標①） 
○ 知的財産に関しては、法律事務所との間で顧問契約を締結しており、令和３年度も引き

続き、研究開発成果利活用法人対応の方針、共同研究に係る懸案事項の解決、実施許諾

契約の整備、特定プロジェクトに係る知的財産戦略相談や特許性調査の依頼等、相談を

頻繁に行い、知的財産業務や産学連携業務の戦略的な展開に関するアドバイスを受け、

アライアンス事業におけるデータベース利用の著作権法の影響やソフトウェアライセン

務として、PD 及びサブ PD との密な連

携と支援により推進マネジメントが行

われており、３年連続かつ唯一の A+評
価が得られた。（評価軸②③） 
・国際リサーチイニシアティブ（IRI）
における連携研究では、短期間に情報

セキュリティを担保した専用システム

を構築し、海外からの遠隔による実験

機器制御を実現し、リモート実験の効

率を大幅に改善した。コロナ禍におけ

る新たな国際連携の仕組みの構築に成

功した。（評価軸②③、評価指標②） 
・IAEA 総会展示への参加、WHO-CC
の再指定、IAEA-CC に関する取決めの

更新、第５回 QST 国際シンポジウムの

開催を通じて、量研の国際的プレゼン

ス向上に貢献した。（評価軸②） 
 

求められる業務を着実に実施するの

みならず、IRI では、コロナ禍における

新たな国際連携の仕組みの構築を実現

するとともに、SIP については、特に優

れたマネジメントとして、推進体制を

有効に機能させることにより新たな量

子技術分野の発展及び知見やノウハウ

を獲得するなど、成果最大化に向けた

事業推進のマネジメントを高いレベル

で実施したと自己評価した。   
 
 
【課題と対応】 
・研究開発成果の活用促進に向けては、

産業界のニーズを的確に捉えての対応

のほか、これらに関わる専門人材の役

割が不可欠である。国内での URA の質

保証制度開始を踏まえて、対応能力の

向上等、人材の確保に努める。 

とともに、QST の知名度向上に向けて情

報発信を行った。 

・ 「戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）」管理法人として、成果最大化に

向けた事業推進のマネジメントを高いレ

ベルで実施したことにより、３年連続 A+

評価を獲得した。 

・ 海外トップレベル研究者との交流を支援

する QST 独自の制度である「国際リサー

チイニシアティブ（IRI）」における連携

研究において、情報セキュリティを担保

した専用システムを構築することで、海

外からの遠隔による実験機器制御を実現

し、リモート実験の効率を大幅に改善し

た。 

 

＜今後の課題＞ 

・ SIP 管理法人としてのマネジメントにつ

いて、今後さらなる成果の創出を期待す

るとともに SIP 終了後の社会実装の取

組について管理法人業務の継続等、当該

領域の取組を継続させていくことも併せ

て期待する。 

・ アウトリーチについては、引き続き様々

な取組を実施するとともに、より分かり

やすく普及するための広報の手法を検討

すること。 

 

＜その他の事項＞ 

（部会からの意見） 

・ SIP 管理法人として、QST 内のイノベー

ションセンターに SIP 推進室を設けると
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スのロイヤリティ鑑定に関する相談、また QST 認定ベンチャーへのノウハウやプログラ

ム著作等を含む実施許諾契約や共同研究における提供プログラム著作の取扱いに関する

契約条項の検討対応等、実際の運用に反映することにより、効果的な実施に繋げた。（モ

ニタリング指標③） 
○ QST ベンチャー支援制度の運用を継続し、計３回の QST ベンチャー審査委員会を開催

した。既に認定している４件（ライトタッチテクノロジー株式会社、株式会社ビードッ

トメディカル、株式会社フォトンラボ、株式会社 Perfect Imaging Laboratory）の令和

２年度事業報告等の点検を行い、あわせて兼業者の実績管理を行った結果、４件とも事

業運営実績は認定時の基準や条件を満たしていると判断した。既存認定ベンチャー及び

起業を検討している研究者から意見を聞き、ベンチャー支援制度の課題を抽出、第２回

イノベーション戦略会議にて議題として提案する等、ベンチャー支援制度の検討を効果

的に実施した。さらに科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年

法律第 63 号）の改正を受け、国立研究開発法人による法人発ベンチャーに対する出資業

務等が新たに認められたことへの対応として、出資等検討部会を立ち上げ、ベンチャー

への出資等支援体制整備について検討を進めた。（評価指標①） 
○ 量研の研究成果に基づく発明の権利化を迅速に進めるため、令和３年度において 21 回の

評価会を開催し、延べ 53 件の届出について出願可否及び職務発明認定の評価を行った。

（評価指標①、モニタリング指標③） 
○ 令和３年度において、17 回の知的財産審査会及び各部門２回の知的財産管理検討専門部

会を開催し、質の高い知的財産の権利化（特許等出願数 145 件、特許等登録数 36 件）と

維持管理、活用促進を進めるとともに、必要な権利、活用見込みのない権利の精査を進

めた。（評価指標①、モニタリング指標③） 
○ QST ベンチャーを含む企業等へ量研が保有する知的財産を実施許諾（企業への実施許諾

契約件数 99 件、令和３年度新規実施許諾契約件数 16 件、実施料等の収入 64,372 千円

（税抜））するとともに、研究成果のオープン・クローズ戦略の観点から、公開を伴う特

許出願等による成果保護（オープン戦略）のみでなくプログラム著作権やノウハウ等に

よる成果保護（クローズ戦略）にも取り組み、プログラム著作権の利用許諾（新規 3 件）

やノウハウの実施許諾による実施料収入の獲得にも積極的に取り組み、成果の活用が進

んだ。（評価指標①、モニタリング指標③） 
 社会インフラに資するレーザー打音計測装置の製造・販売及び当該装置の導入支援

等のサービスについて、ライセンス契約を締結している株式会社フォトンラボ（QST
認定ベンチャー）からの実施料等の収入 85 千円（税抜）の獲得 

 国立大学法人山形大学への重粒子線がん治療装置の納入について、ライセンス契約

を締結している東芝エネルギーシステムズ㈱からの実施料等の収入 44,736 千円（税

抜）の獲得 
 粒子線がん治療装置導入プロジェクトに係る導入・運用支援等のコンサルティング

事業について、ライセンス契約を締結している QST ベンチャーの株式会社ビードッ

・COVID-19 により、政府の方針に基

づき派遣、受入が制限されているが、代

替手段による国際研究交流として、オ

ンライン会議等を導入している。 
 
 

ともに実効的な支援を行い、際立った成

果をあげていることは優れたマネジメン

トとして高く評価できる。 

・ IRI では、コロナ禍における新たな国際

連携の仕組みを構築するなど、顕著な成

果を上げたと認められる。 

・ オンラインイベントや SNS を活用した

国民の科学研究リテラシー増進につい

て、サイエンスアゴラへの出店、オンライ

ン施設公開行事の実施、研究成果のプレ

スリリースなどを着実に進行させ、当初

目標以上の取組を実行できたと評価する

が、より分かりやすい普及という点にお

いては、更なる検討を求める。 
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トメディカルからの実施料等の収入 6,332 千円（税抜）の獲得 
 重粒子線がん治療装置向けの治療計画ソフトウェアの製造・販売について、ライセン

ス契約を締結している株式会社日立製作所からの実施料等の収入 7,670 千円（税抜）

の獲得 
 軟 X 線分光器の製造・販売について、ライセンス契約を締結している日本電子株式

会社からの実施料等の収入 3,977 千円（税抜）の獲得 
○ 量研職員等の知的財産に関するリテラシー向上のため、内部向けのオンラインセミナー

を３回開催し、当該セミナーを契機とする新規特許出願が行われた。（モニタリング指標

③） 
○ 学会発表：口頭発表 808 件、招待発表 311 件、ポスター発表 483 件。 

【評価軸】 
①国際協力や産学官の

連携による研究開発の

推進ができているか。 
 
②産学官の共創を誘発

する場を形成している

か。 
 
 
【評価指標】 
②産学官連携の質的量

的状況 
 
 
【モニタリング指標】 
⑤企業からの共同研究

の受入金額・共同研究

件数 
 
⑥クロスアポイントメ

ント制度の適用者数 
 

Ⅰ.3. 国際協力や産学官の連携による研究開発の推進 
Ⅰ.3.(1) 産学官との連携 
○ 外部機関における産学活動動向把握のため科学技術系研究開発法人との産学関係連絡会

に Web 参加し、法人間の情報共有を行った（10 月 18 日）。また、量研の研究シーズ紹

介のため企業や科学技術政策シンクタンクとの意見交換会を Web で行った（12 月９日、

１月 19 日）。さらには、千葉県内の大学・研究機関と連携して企画した、千葉エリアを

対象に産官学公金とのマッチングイベント「第１回産官学公金マッチング・シンポジウ

ム」に参画し（令和４年３月３日）、他機関のニーズ等動向を把握した。（評価軸②③、評

価指標②） 
○ 外部連携の一環として、令和６年運用開始を目指して整備を進めている次世代放射光施

設を利用しての研究推進の先導的役割を担うとともに、大型共同研究へ発展させ、新た

な外部資金の獲得及び次世代研究リーダーの育成に繋げていくことを視野に、東北大学

と共同で両機関内における公募形式により研究課題候補を選定し、両機関間でのマッチ

ングにより共同研究課題を 10 課題採択し、令和４年度からの共同研究開始に向けて準備

を進めた。（評価軸①②、評価指標①、モニタリング指標①） 
○ 令和３年度は、客員研究員 164 名を受け入れ、量研の研究開発等に対し指導・助言を得

た。また、協力研究員 440 名を受入れ、量研の研究開発等に協力を得ることで、外部機

関との連携を強化し、研究開発を推進した。（評価軸②③、評価指標②） 
○ 産学官の連携拠点及び人材が集結するプラットフォームを目指して、平成 28 年度に発足

したイノベーション・ハブの運営に取り組み、先端高分子機能性材料アライアンス、量

子イメージング創薬アライアンス「脳とこころ」、平成 30 年度に発足した「超高純度リ

チウム資源循環アライアンス」の３つのアライアンスについて、本格的な運用を推進し

た（量子イメージング創薬アライアンス「次世代 MRI・造影剤」は令和２年度をもって

活動を終了）。３アライアンスを総合すると、14 社の参加を得て、会費 11,070 千円、物

納・人件費見合い分として 333,000 千円の資金提供を得た。また、８件の有償共同研究

契約を締結し、その共同研究費の総額は 69,350 千円に上り、令和２年度の３アライアン

ス総額と比較して、資金提供も含め総額で 8,680 千円の増額となった。先端高分子機能
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性材料アライアンスでは、協調領域の会員企業が活用できる機能性モノマーを対象に、

グラフト重合予測を可能にする AI モデルを構築した。本 AI モデルは、従来の経験と勘

に頼る試行錯誤の実験が不要となる革新的な高分子材料の創出の手法として期待でき

る。量子イメージング創薬アライアンス「脳とこころ」では、第２段階の協調領域にお

いて、複数の製薬企業との共同研究の成果である PET トレーサについて、量研主導の特

定臨床研究を開始した。次期中長期計画に向けてイノベーション・ハブ事業の見直しを

行うにあたり、現アライアンス事業の中間評価を実施した。（評価軸②③、評価指標②、

モニタリング指標⑤） 
○ オンライン開催となった新技術説明会への参加などにより、研究成果・保有する知的財

産等の活用を推進し、積極的な展開を図った。また、量研が保有する知的財産の QST 学

術機関リポジトリや JST の J-STORE、独立行政法人工業所有権情報・研修館の開放特

許データベースへの掲載等により、量研の研究成果・保有する知的財産等の活用推進を

継続した。（評価軸②③、評価指標②） 
○ 引き続き、研究支援員を雇用するなど利用者が効率的に実験を行えるように支援を行い、

試料準備からデータ解析まで役務を提供するなど支援体制を維持した。（評価軸②③、評

価指標②） 
 HIMAC では昼間はがん治療、夜間及び休日に研究利用や新規治療技術の開発を行

っており、夜間を中心に実施している実験をサポートするため、専門の役務契約者

の配置を行った。課題採択・評価については、共同利用運営委員会を令和３年 11
月にオンライン開催し、研究課題採択・評価部会を令和３年７月はメールによる書

面審議で、令和４年１月は分野（物理・工学／生物／治療・診断）毎に分けてオン

ライン開催した。また、HIMAC 共同利用研究の推進については所内対応者として

職員を配置し、実験計画立案や準備の段階から申請者と相談を行い、共に実験を実

施した。 
 サイクロトロン及び静電加速器（千葉地区）については、量研職員により実験の相

談、安全な運用のための実験サポートを行った。共用施設運営委員会及び課題採択・

評価部会を令和３年 12 月にメールによる書面審議で開催した。また、放射線管理

区域、動物管理区域に立ち入る実験者に対して、立入に必要な教育訓練を実施した。 
 量子ビーム共用施設の利用者に対して、安全教育や装置・機器の運転操作、実験デ

ータ解析等の補助を行って安全・円滑な利用を支援するとともに、技術指導を行う

研究員・技術員を配置したほか、施設の特徴や利用方法等の説明を HP 上で提供

し、特に各地区の施設ごとの利用に係る案内を量子ビーム科学部門で統一するな

ど、記載内容にまとまりを持たせ、利用者の利便性向上のための取組を継続した。 
○ 三菱重工業㈱と宇宙放射線防護技術協力協定を新たに締結し（令和３年９月１日）、放射

線遮へい・耐材料等宇宙事業への技術応用を目指しての協力関係を構築した。また、東

北大学大学院医学研究科と令和４年度からの量子生命・分子イメージング講座開始に向

けて連携大学院協定を締結した（令和４年３月 31 日）ほか、各研究・技術分野において
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関係機関との協力や令和４年度以降に向けての期間延長の協定を締結した。（評価軸②

③、評価指標②） 
○ 課題評価ワーキンググループ（WG）からの指摘事項に対処し、PD の研究開発計画作成

（６月７日内閣府承認）を支援するとともに、社会実装責任者を指名し、内閣府に登録、

社会実装の体制を強化した。また、PD 及びサブ PD が参加する PD 定例会を原則、毎週

１回オンラインにより開催し、新型コロナウイルス感染症が終息しない中においても事

業を着実に進めた。さらに、令和３年度評価に向けてピアレビューのための技術評価委

員会（令和３年 11 月 19 日）及び技術評価委員会分科会（令和３年７月５日（２回）、７

月７日、11 月５日、11 月 11 日、11 月 15 日 ）を開催するなど、PD による自己点検報

告書等の作成を支援した。（評価軸②③） 
○ CPS プラットフォーム構想（SIP の研究成果をワンストップで必要な情報を提供するプ

ラットフォーマの態様）の検討実施先の公募を行い（令和３年７月 28 日）、令和３年９

月下旬の審査を経て 10 月中旬に委託研究契約締結し、当構想に関する提言をまとめる

準備を加速した。（評価軸②③） 
○ グローバルベンチマークにおいては、従来のレーザー加工に加え、光・量子通信、光電

子情報処理についても対象を拡大し、米国、英国、カナダ等を新たに加えて実施し、海

外研究機関との連携活動を積極的に推進した。（評価軸②③） 
○ 月刊オプトロニクス（９月号）での光・量子課題の特集及び日経ビジネス（９月 20 日号）

への記事広告を掲載し、出口戦略としてビジネス界の経営層や一般層への情報発信を強

化した。（評価軸②③） 
○ 公開シンポジウム（「光・量子を活用したSociety 5.0実現化技術」公開シンポジウム 2021）

をオンライン（特設サイト及び YouTube）により開催（令和３年 10 月 25 日）し、令和

２年度開催を上回る 582 名の参加があり、また、積極的な広報活動を行ったことにより、

当課題への興味関心や社会実装への取組に対する理解が得られた。（評価軸②③） 
○ 課題評価 WG 及びガバニングボードの現地視察を受けて（令和３年 11 月 12 日）、評価

委員に研究開発状況及び社会実装状況の進捗並びに本課題への期待を寄せるコメントを

得た。（評価軸②③） 
○ 令和３年度の課題評価においては、研究開発の順調な進捗、テーマごとの社会実装につ

いての推進体制等が評価されたことにより３年連続で A+の評価を得られ、12 課題中１

位であった（A+は１課題のみで、他の課題は A 又はそれ以下）。（評価軸②③、評価指標

②） 
 
Ⅰ.3.（2）国際展開・国際連携 
○ IAEA 総会展示（令和３年９月）に参加し、核融合研究に関する展示パネル、ブース放映

用動画及び特設ウェブサイト掲載用のコンテンツを提供した。（評価軸②） 
○ 量子生命・医学部門長が IAEA/RCA の日本政府代表に引き続き指名されており、日本を

代表する放射線科学の研究機関としての国際的プレゼンス向上に努めた。（評価軸②） 
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○ 令和３年９月に１）被ばく医療及び生物線量評価、２）医療被ばくの防護、３）ラドン計

測などによる環境リスク管理の３分野で WHO 協力センター（WHO-CC）の再指定（４

年間）を受けた。（評価軸②） 
○ 令和４年１月に IAEA 協働センター(IAEA-CC)に係る IAEA との間の取決めを、１）放

射線腫瘍学、２）核医学及び分子イメージング、３）線量評価、４）科学技術と社会（STS）
の４分野で令和４年度から令和８年度までを指定期間として更新した。（評価軸②） 

○ 令和４年１月にコロンビア大学との連携協力を強化するため、取決めを締結した。 
○ シンポジウム ICRP2023（7th International Symposium on the System of Radiological 

Protection）への支援を実施するとともに、コロナ禍で海外との人の往来が制限される状

況下においても、オンライン等を活用した UNSCEAR、WHO 等に関する活動の支援を

行った。 
○ 令和３年９月 21 日から 22 日に第５回 QST 国際シンポジウム「Radiation Emergency 

Monitoring and Medicine in Nuclear Disaster - Current Status of Each Country and 
Future Prospects -（原子力災害における世界の緊急時モニタリング及び被ばく医療の現

状と将来展望）」をオンライン開催（２日間で 205 名参加）し、放射線緊急時対応分野に

おける国際的人材交流・育成の支援及び量研の国際的プレゼンス向上に貢献した。また、

令和４年度に開催する第６回 QST 国際シンポジウムの開催テーマ「次世代放射光が拓く

科学技術イノベーション」及び実施主体「量子ビーム科学部門」を量研内公募により決

定した。（評価軸②） 
○ 量研の国際活動の把握及び国際機関等との連携推進のため、国際機関や国際機関主催の

専門家会議等に参加している量研職員で構成する「国際連携情報交換会」を４月から毎

月開催した。量研として組織的な対応を行うため、４月から役員との定例会を毎月開催

した。 
○ 量子科学技術分野における世界を牽引する研究成果創出及び国際的に活躍できる若手人

材の育成を目的とし、海外のトップレベル研究者との交流を支援する QST 国際リサーチ

イニシアティブ制度において、令和３年度は固体量子バイオセンサー研究グループ及び

量子ビーム発生機構解明研究グループの２グループが豪州の大学や欧州の研究機関と活

動を行った。量子ビーム発生機構解明研究グループでは、検討開始から６か月という短

期間に情報セキュリティを担保した専用システムを構築することで、海外研究者からの

要望が高かった遠隔操作による実験機器制御を実現し、リモート実験の効率を大幅に改

善した。コロナ禍における新たな国際連携の仕組みを構築した。（評価軸②③、評価指標

②） 
○ 第５回 QST 国際シンポジウム「原子力災害における世界の緊急時モニタリング及び被ば

く医療の現状と将来展望」を開催し（令和３年９月 21～22 日、Web 開催)、量研が国内

外の関係者、関係機関との連携強化を積極的に推進することが宣言された。WHO-
REMPAN の機関紙（令和３年 12 月号）、ニュースレター（令和４年１月号）に掲載さ

れた。（評価軸②） 



29 

 

○ WHO-CC の認定を更新し、協力分野は被ばく医療、医療被ばく、ラドン等環境リスク管

理の３分野となった（令和３年９月）。 
○ WHO-REMPAN の機関紙に国際研修活動の報告を投稿、掲載（令和３年８月号）、活動

の広報活動にも努め、アジア内のネットワーク構築や被ばく医療向上に貢献した。（評価

軸②） 
○ 再教育講義としての双方向型オンライン研修を、IAEA や WHO 等の国際機関との連携

も図り継続的に実施した（令和３年５月 24 日、９月８日、10 月１日）。（評価軸②） 
○ IAEAから指定された緊急時対応能力研修センター(IAEA-CBC)として IAEAのwebinar

にて講師を務めた。（令和３年５月 19 日）（評価軸②） 
○ IAEA の原子力等に関する教育のネットワーク iNET-EPR-WGA の議長、WGA 会議(令

和３年 7 月 29 日、30 日)と２回の CBC 設立ガイドラインのコンサルタント会議(11 月

２日～４日、２月 12 日、13 日)の議長を務めた。（評価軸②） 
○ IAEA-CC に原子力災害の住民説明対話領域を加える予定で、令和４年度の更新に向けて

IAEA に申請した。 
○ ICRP TG99（標準動植物）に新たに参画し、報告書作成に向けて作業を開始した。 
○ UNSCEAR2020/2021 の報告書において、研究論文が多数引用された。（評価軸②） 
○ 国際連携として、経済協力開発機構原子力機関（OECD/NEA）の部会に委員として１名

が参加し、化学物質リスク評価手法として開発された「有害転帰経路（AOP）」の放射線

への応用の検討について、キックオフを報告する連名の論文を International Journal of 
Radiation Biology (IF：2.7）に報告した。（評価軸②） 

○ 米国が低線量放射線研究の国家戦略を策定するためにナショナルアカデミー（日本の学

術会議に相当）に設置した低線量委員会に２名が招へいされ、日本を代表する専門家と

して、量研の研究成果を主体として我が国の低線量放射線研究の現状を解説する等、国

際連携を推進した。（評価軸②） 
○ コロンビア大学との取決めの締結や IAEAとの間で IAEA-CCの取決めを更新する際は、

協定の枠組みを最大限活用できるよう、その意義や内容を精査した。 
【前年度主務大臣評価

における指摘事項等へ

の対応状況】  
・情報発信について

は、PDCA サイクルを

回しつつ実施していく

ことが重要であり、今

後も着実な取組を期待

する。 
 
・アウトリーチ活動及

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 
 
 
○ 令和２年度に引き続き、量研 HP への SNS を介したアクセス流路分析の結果、フォロワ

ー数が多い Facebook より Twitter を経由したアクセスの方が多いことが明らかとなり、

その様な分析結果などを基にどのような情報発信が効果的であるかを考察し、HP の構

成や掲載する情報の選別・改良に反映させることで、よりわかりやすい情報発信に取り

組んでいる。 
 
 
○ コロナ禍で様々なイベントが中止となる状況を踏まえ、Web を使ったイベントの開催や
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び施設公開は今後、新

型コロナウイルス感染

症との共存のもと、

様々な媒体での効果的

な取り組みが出来てい

ると思う。今後も新し

い考え方が必要になる

ことから、これまで以

上に QST 内外を問わ

ず周辺自治体等との連

携を図って頂きたい。 
 
・戦略的イノベーショ

ン 創 造 プ ロ グ ラ ム

（SIP）管理法人とし

ての取組については、

PD、SPDと連携がしっ

かりととれており、マ

ネジメントに際して非

常に顕著な成果が創出

されていることから管

理法人として内閣府か

らの評価も非常に高

い。来年度の最終年度

に合わせてさらなる成

果の創出を期待すると

ともに SIP 終了後の社

会実装の取組について

管理法人業務の継続

等、当該領域の取組を

継続させていくことも

合わせて期待する。 
 
・広報活動に関して、

拠点や領域ごとに戦略

的に実施されたい。 
 

外部 Web イベントへの参加など、令和２年度に引き続きアウトリーチ活動に取り組ん

だ。令和２年度に Web 配信のための機材整備を整備したことから令和３年度には施設公

開、サイエンスアゴラ等にて Web 発信を行い、より充実したアウトリーチ活動の推進を

図った。また、SNS を活用し各拠点の情報発信を強化するとともに、量研の研究開発を

講演会、技術相談会、実験教室など、様々な形で紹介する機会を設けることで、量研が

身近に感じられるような情報発信の推進に努める。 
 
 
 
 
 
 
○ 令和３年度の内閣府の SIP 課題評価として、量研が管理法人である光・量子課題におい

て、３年連続して全 12 課題中唯一の A+を受けた。この評価結果は、SIP 推進室と PD、

サブ PD との密な連携により、マネジメントが効果的に働いた好例と言える。最終年度

の令和４年度においても、従前のマネジメントにより管理法人としての役割を果たすと

ともに、研究開発成果の社会実装が重要視される SIP において、最終年度に更なる加速

化に向けて業務を遂行していく。特に、プログラム終了後及び終了後の長期間にわたる

社会実装のゴールイメージからバックキャストした拠点活動を引き続き遂行する。大学

拠点及び企業からの真の社会実装を実現するためのビジネスを見据えた対応を推進し、

SIP 終了後においても社会実装に向けた活動が持続可能な体制を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 各拠点においては地元自治体との連携を図り、自治体の特長や要請に応える活動を展開

することで、拠点としての広報を推進する。また、領域については、アウトリーチ活動

等を通じて、それぞれの研究開発の出口を示しつつ、研究開発の内容・進め方を分かり

やすく伝える広報を推進する。 
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【評価軸】 
④技術支援機関、指定

公共機関及び基幹高度

被ばく医療支援センタ

ーとしての役割を着実

に果たしているか。 
 
 
【評価指標】 
③技術支援機関、指定

公共機関及び基幹高度

被ばく医療支援センタ

ーとしての取組の実績 
 
④原子力災害対策・放

射線防護等を担う機構

職員の人材育成に向け

た取組の実績 
 
 
【モニタリング指標】 
⑦国、地方公共団体等

の原子力防災訓練等へ

の参加回数及び専門家

派遣人数 
 
⑧高度被ばく医療分野

に携わる専門人材の育

成及びその確保の質的

量的状況 
 
⑨原子力災害医療体制

の強化に向けた取組の

質的量的状況 
 
⑪メディアや講演等を

通じた社会への正確な

.4. 1  
○ 11

④ ③

④ ⑧⑨  
○ 

Radiat. Meas. IF 1.9 ④ ③

⑨  
○ 31

( 25 ) ④ ③

⑨  
○ JAEA

④ ③ ⑧⑨  
○ 

HP

④ ③ ⑨⑪  
○ 16

17 24
21 22

10 REMAT
④ ⑦⑧⑨  

○ 

④ ③

⑦⑨  
○ 

REMAT
④

③④ ⑦⑧⑨  
○ 

補助評定：a 
 

【評定の根拠】 
・令和２年度末に竣工した高度被ばく

医療線量評価棟を順調に運営し、高度

専門・体外計測研修や高度専門バイオ

アッセイ研修を実施した。（評価軸④、

評価指標③④） 
・全国の被ばく医療の専門家からなる

被ばく医療診療手引き編集委員会を開

催して、構成や議論の分かれる内容の

扱いについて議論し、また各委員を含

めた専門家に執筆いただき、被ばく医

療診療手引き（被ばく医療のマニュア

ル）を完成させ、HP から誰でもダウン

ロードできるようにした。（評価軸④、

評価指標③） 
・補助金雇用による原子力災害医療人

材として、医療職としての有資格者も

含めて、その後講師として教育に携わ

る資質を持った 11 名を新たに雇用し

た。これらの人材を研修受講や教授法

の指導をしたうえで講師あるいは補助

講師として活用し、新しく体系化され

た研修会を、コロナ禍の中、感染対策を

十分に行い対面形式も取り入れなが

ら、大幅に増加した計 24 回（令和２年

度６回）開催した。これら新規雇用者

は、特に実習内容の改良にも中心とな

って活躍した。この一連の活動を通じ

て、専門人材の育成サイクルを構築し

た。（評価軸④、評価指標③④） 
・被ばく医療研修管理システムを令和

３年４月より本格運用し、全国で開催

される原子力災害医療に関する研修、

研修実施機関及び受講者などに関する

情報を一元的に収集、保管管理する体

補助評定：a 
 
＜評定に至った理由＞ 
 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 
 なお、自己評価では a 評定であるが、文部科

学大臣が所掌する事項（基盤的研究開発（科学

技術に関する共通的な研究開発（二以上の府

省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通す

る研究開発をいう。）に関すること。））におい

ては、顕著な成果の創出や将来的な成果の創

出の期待等が認められる a 評定、また、原子力

規制委員会の所掌する事項（放射線による障

害の防止に関すること）においては、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められる a 評定、これらを総合的に検討した

結果、a 評定が妥当であると判断した。 
 
■文部科学大臣が所掌する事項に関する評価 
（判断の根拠となる実績） 
・ オリンピック・パラリンピック東京大会

対応として、テロ対応・被ばく患者受け入

れを目的とした合同訓練を実施した。ま

た、大会期間中は長期に渡り、千葉、高

崎、木津地区の専門人材から構成される

「 緊 急 被 ば く 医 療 支 援 チ ー ム

（REMAT）」体制を維持した。 
・ 自然放射性物質の国内規制検討のための

情報の整理を行い、これまでに得られた

情報の一部を放射線審議会に提供した。 
・ 放射線防護に関連する学会と連携し、放

射線事故や原子力災害への対応に係る提
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情報の発信の実績 10 26 11 27 ③

⑨  
○ 1 15 10 28 11 24

④ ⑦  
○ REMAT

④ ③

⑧  
○ 24

④ ③  
○ ④

⑦⑨  
○ IAEA WHO

24 10 ⑧⑪

 
○ 21 22 QST Radiation Emergency 

Monitoring and Medicine in Nuclear Disaster - Current Status of Each Country and 
Future Prospects -

205

 
○ 

IAEA NORM
④

③ ⑪  
○ Webinar( )

29
④ ③

⑧⑪  
○ 10

④ ③ ⑪  
○ UNSCEAR

UNSCEAR ④ ③

⑪  

制を確立した。（評価軸④、評価指標③） 
・オリンピック・パラリンピック東京大

会対応として、大会期間中は長期にわ

たり、千葉、高崎、木津地区から構成さ

れる REMAT 体制を維持した。（評価軸

④、評価指標③） 
・放射線防護関連学会のネットワーク、

医療被ばく防護分野の学協会のネット

ワーク及び放射線影響研究分野の機関

ネットワークのハブ機関として、アカ

デミア内での情報共有を行うととも

に、研究現場や実務の現場が抱える課

題の解決のための合意形成を行い、提

言のとりまとめや放射線検査の目安値

の策定、議論の場の設定等を行った。

（評価軸④、評価指標③） 
・QST 国際シンポジウム「原子力災害

における世界の緊急時モニタリング及

び被ばく医療の現状と将来展望」を開

催し、福島原発事故を経験しての喫緊

の課題として、緊急時モニタリングと

リスク管理の迅速化・透明化等の充実、

多職種専門人材の育成・確保と連携強

化の必要性を、IAEAをはじめとする国

内外関連機関と共有した。（評価軸④、

評価指標③） 
 
 以上から、原子力災害対策・放射線防

護等における中核機関としての機能を

十分に発揮し、役割を果たすとともに、

専門人材の育成等において、顕著に貢

献する成果を創出したと自己評価し

た。 
 
 

【課題と対応】 
・資機材（医療機器含む）の老朽化で保

言を作成した。 
・ 「 ア ジ ア 原 子 力 協 力 フ ォ ー ラ ム

（FNCA）」のワークショップにおいて、

放射性物質の安全管理に関する科学的な

情報を提供した。 
 
＜今後の課題＞ 
・ 原子力災害対策・放射線防護等における

中核機関としての役割を果たすことは、

QST の重要な使命である。今後も着実に

実行すること。 
 

＜その他の事項＞ 
（部会からの意見） 
・ 被ばく医療センターとしての活動、被ば

く医療技術指導、オリンピック・パラリン

ピック支援など、着実に拠点としての機

能を強化している。 
・ オリンピック・パラリンピック東京大会

において REMAT 体制を構築するなど、

中核機関としての役割を果たしたこと

は、顕著な成果と認められる。 
・ 福島原発事故に関する国際的な報告に寄

与していることを評価する。 
・ アカデミア間のハブ機関として放射線安

全管理に関する提言等の取りまとめを実

行したことを評価する。 
・ 中核機関としての役割を果たすことは

QST の重要なミッションであることか

ら、今後も着実に実行していただきたい。 
 

■原子力規制委員会が所掌する事項に関する

評価 
原子力規制委員会国立研究開発法人審議会に

おいて以下の意見が示されており、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められると評価した。 
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③ ⑧⑨  
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④

③④ ⑧⑨  
○ 

83

守できない機器も出てきている。また、

これらの機器のメンテナンス費用の確

保が困難になっている。補助金の活用

範囲拡大を第一に検討するが、それが

承認されない場合には、QST 病院機器

の貸与などを次善の策として考える必

要がある。 
・IAEA などの予算を活用しつつ国際

研修を実施できる協力関係の強化やオ

ンライン併用を展開する必要がある。 
・千葉大学との原子力災害医療関連の

人事交流が令和３年度に開始され、さ

らなる協力関係の強化を予定する。 
 

 
＜評価すべき実績＞ 
・ 令和２年度に完成した高度被ばく医療

線量評価棟を研修施設として効果的に

運営し、高度専門・体外計測研修や高度

専門バイオアッセイ研修を実施したこ

と、補助金雇用による原子力災害医療人

材を研修受講や教授法の指導をしたう

えで講師あるいは補助講師として活用

し、新しく体系化された研修会を、コロ

ナ禍の中、感染対策を十分に行い対面形

式も取り入れながら、大幅に増加した計

24 回（令和２年度６回）開催したこと、

及び被ばく医療研修管理システムを令

和３年度４月より本格運用し、全国で開

催される原子力災害医療に関する研修

を一元的に管理する体制を確立したこ

と。こうした人材育成の取組について

は、国内の原子力災害医療体制全体にお

ける中心的・先導的な役割を担う基幹高

度被ばく医療支援センターとして、顕著

な成果と認められる。 
・ 我が国では標準的なテキストがない被

ばく医療診療の手引きについて、全国の

被ばく医療の専門家を集めて執筆し

PDF 版として刊行したことは、非常に価

値が高い。 
 
＜今後の課題・改善事項等＞ 
・ 原子力災害対策・放射線防護等における

中核機関としての機能を維持し強化す

るには、人材育成とその維持が重要であ

り、そこにはマネジメントの関与が不可

欠と考える。国全体の中心的・先導的な

役割を担う機関として継続した取組に

期待する。 
・ 令和２年度に完成した高度被ばく医療
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ICRP

線量評価棟を我が国全体の連携・協力体

制の中心となる災害拠点として構築し

た上で、東アジアの学術的な拠点となる

ことを目指すことで国際間の交流を推

進することが、我が国の災害対応能力を

高めることに繋がると期待される。 
・ 蓄積された知識・データの国際的な提

供、放射線審議会などへの提供は、中核

機関として期待された役割を担ってい

ると高く評価できる。継続的な取組に期

待する。 
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【前年度主務大臣評価

における指摘事項等へ

の対応状況】 
・コロナにより国際研

修を中止したとのこと

だが、この状況はしば

らく継続すると思われ

るため中止については

十分な検討が必要なの

ではないか。QST の任

務として非常に重要で

あることから、来年度

以降は、実施に向けて

どのような手段が取れ

るかどうかも含め検討

し、実施いただきたい。 
 
・高度被ばく医療線量

評価棟の運用準備が進

展し、計画を上回る成

果を得ている。今後の

緊急時対応として十分

に機能するための課題

を福島第一原子力発電

所事故の経験から整理

する必要がある。特に、

事故時あるいは小規模

の異常事象において

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 
 
 
○ コロナにより国家間の移動が制限され、対面での国際研修の開催が難しい状況であるこ

とから、再教育講義としての双方向型オンライン研修を、IAEA や WHO 等の国際機関

との連携も図り継続的に実施した（５月 24 日、９月８日、10 月１日）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 高度被ばく医療線量評価棟が令和３年３月 31 日に竣工し、本格運用を始めたところであ

り、肺モニタと全身カウンタのハイブリッド装置で可動式 NaI 検出器を備えた統合型体

外計測装置も稼働している。 
○ また、患者の受け入れのための資機材を維持し、24 時間ダイヤルの連絡体制を継続して

いること、量研の原子力防災訓練として、ブラインド訓練を実施（３月１日）し、EMC
を用いて関係する職員の参集及び対策本部を立ち上げるとなど、国からの指示を受けな

くても機動的に活躍できる組織を整備している。 
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も、国からの指示を受

けなくても機動的に活

躍できる運営ができる

ように組織を整備する

ことが必要である。 
 
・被ばく医療と線量評

価の人材確保が継続的

課題である。オールジ

ャパンで、QST を中核

機関として、他機関が

積極的に共同する体制

の確立を期待する。 
 
・高度被ばく医療線量

評価棟の運用・維持に

は費用を要すると思わ

れる。しかし、わが国で

唯一ともいえる施設で

あり、その維持・発展は

必須である。研究資金

の獲得のための努力、

社会へのその役割の周

知、関係機関との共同

研究などにより、資金

と人材を集め、高度な

研究開発を発展される

ことを期待する。 

 
 
 
 
 
 
○ 原子力規制庁の補助事業により任期制職員 11 名（医師２名、技師２名、看護師２名、研

究職３名、技術職２名)を雇用し、被ばく医療と線量評価に係る専門人材の育成について

量研を中核機関としてオールジャパンで行うとともに、次世代のリーダー育成に着手し

た。 
 
 
 
 
○ 高度被ばく医療線量評価棟が令和３年３月 31 日に竣工し、本格運用を始めたところであ

り、肺モニタと全身カウンタのハイブリッド装置で可動式 NaI 検出器を備えた統合型体

外計測装置も稼働している。 
○ 外部研究資金として科学研究費補助金や原子力規制庁や環境省からの受託事業、東電作

業員の疫学研究などに参画している。 
○ さらに、EURADOS のバイオアッセイの国際比較への参加や、甲状腺ファントムの校正、

宇宙放射線計測と遮蔽技術の開発研究、低線量域の速中性子線の被ばく影響の評価し、

RBE を明らかにするなど線量評価について様々な研究開発を行っている。 
 
 
 
 
 
 

【評価軸】 
⑤福島復興再生への貢

献のための調査研究が

着実に実施できている

か。 
 
 
【評価指標】 
⑤被災地再生支援に向

Ⅰ.4.（2）福島復興再生への貢献 
○ 福島県立医科大からの外部被ばく線量推計依頼への対応を継続した（４月 55 件、７月

83 件、９月 40 件、12 月 110 件）。また、ハードウェア更新に伴うデータ移行を実施し

た。  
○ 令和２年度の先行研究で明らかとなった近隣住民の東電福島第一原発事故直後の避難行

動による体内セシウム残留量の差異の原因を調べるため、最新の大気拡散シミュレーシ

ョン（WSPEEDI-II）と個人の行動データ（滞在場所履歴）を用いてセシウムとヨウ素

の吸入線量を算出した。この結果、事故直後に発生した１号機建屋の水素爆発に伴う放

射性プルームへのばく露が関与していることが示唆された（Kim et al. Health Phys. 

補助評定：b 
 
【評定の根拠】 

下記のとおりデータを着実に積み上

げ、適宜公表し、年度計画を達成したこ

とから、b 評定とした。 
・事故後初期の内部被ばく線量の評価

に関して着実にデータを積み上げ、整

理を進めた。アクチニドの汚染に備え

補助評定：b 

 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最

大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の
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けた取組の実績 
 
 
【モニタリング指標】 
⑩被災地再生支援に向

けた調査研究の成果 
 
⑪メディアや講演等を

通じた社会への正確な

情報の発信の実績 

2022）。この他、ヨウ素-131 以外の短半減期核種の線量寄与や他の自治体被検者の解析

を進めた。以上の成果は、東電福島第一原発事故による近隣住民の初期内部被ばくの実

態解明に繋がる重要な知見であり、同事故において甲状腺内部被ばくを特に注視する必

要のある決定集団の推定に役立てられる。（評価軸⑤、評価指標⑤、モニタリング指標⑩） 
○ 東京電力等の事業者から研究代表機関を介して提供された福島第一原発事故緊急作業員

の線量データの解析を継続した。この内、内部被ばく線量データについては、線量計算

過程の検証計算を実施し、ヨウ素未検出者の線量推定方法を検討した。また、これまで

に採取した研究参加者の血液試料（62 検体）については、安定型染色体の異常頻度を解

析し、外部被ばく線量推計の暫定結果を得た。（評価軸⑤、評価指標⑤、モニタリング指

標⑩）  
○ 廃棄物表面のウラン汚染簡易スクリーニング法を開発し、コンクリート、プラスチック、

ガラス、ゴムに適用した（X 線分析の進歩 52 巻（2021)99-206、Spectrochimica acta B 
189 (2022) 106368)。模擬汚染水中アクチニドの蛍光 X 線分析を行うための前処理方法

を確立し、模擬汚染水中ウラン、ネプツニウム、プルトニウムに適用した。 
○ 環境試料中のウラン・ネプツニウム迅速分析法の高度化及び新たな手法の開発を進めた。

農作物への核種移行に関して生物利用可能形態として水可溶性画分の重要性をプルトニ

ウムの移行評価に関してまとめ、新規パラメータの提言も行った（Catena
（IF=5.2)2021)。淡水魚類からの平均的な放射性セシウムの実効半減期を得ることがで

き、成果を専門書籍（Springer 出版, 2021）に掲載した。また様々な食品中の放射性セ

シウムの平均的な減少傾向をまとめ、解析した結果が、Radioisotopes 誌に受理された。 
○ 未だ放射性セシウム濃度が高く、食への不安が大きい福島県山菜とキノコ類を取得し、

ストロンチウム-90 の分析を進めた。  
○ JAEA との共同研究において、住民の外部被ばく線量評価システムの計算結果について

比較を行い、未解析だった線量値（４−10 μSv）の個人線量計データ分に対する計算を行

った。計算結果と地点ごとの線量寄与の評価などからシステムの検証と実用性向上のた

めの検討を進めた。  
○ 不溶性放射性セシウム粒子の気管内投与による影響解析を進め、沈着・代謝評価解析等

を行った。（評価軸⑤、評価指針⑤、モニタリング指標⑩） 
○ 放射線が環境中の生物に与える影響を明らかにするための、東電福島第一原発事故後こ

れまで行ってきた野ネズミ等の指標生物における調査・研究を継続し、成果を原著論文

として投稿した。高汚染地域の野ネズミの染色体異常頻度は、東電福島第一原発事故後

の時間経過に伴い減少する傾向が見られ、事故５年後に採取された野ネズミでは、対照

地域の野ネズミと差がなくなったこと等を明らかにした。  
○ 福島県基金「放射性核種の生態系における環境動態調査事業」が令和４年度まで延長に

なり、その先の、福島復興再生に貢献する分野として、放射線安全研究分野及びその人

材育成を加え、福島県や福島県立医科大のニーズに応える研究、すなわち放射線医学研

究分野において住民の健康増進のために貢献もできるよう、福島研究分室（環境動態解

た線量評価法に関して新手法を開発、

ウラン、ネプチニウムに関して廃炉作

業での汚染物の計測に関する技術開発

も進めた。（評価軸⑤、評価指標⑤） 
・プルトニウムの生物系への移行に関

してその導出法の新たな提言も行い、

環境における生物への核種移行に関し

ては、その蓄積が懸念される淡水魚に

おけるセシウムの移行を追尾した結果

を提示し、環境における減少の程度を

報告した。野生環境での野ネズミの染

色体異常の変化を解析したデータを提

示し、事故５年後に採取された野ネズ

ミでは観察されなくなっていることを

示した。（評価軸⑤、評価指標⑤）  
・福島県立医科大への協力も含め、以上

のことは福島における今後の帰還を計

画する住民の方を含めた地域住民の

方々に生活拠点やその周辺環境の情報

として貴重なものを提示した。（評価軸

⑤、評価指標⑤） 
 
 
【課題と対応】 
・福島の復興再生への取り組みへ、量研

の培ってきた研究開発技術を活かし、

様々な事業を通じて貢献してきた。令

和５年度からは福島国際研究教育機構

の発足が予定され、研究機関の統合な

どが計画されているが、こちらとして

再編の中にあっても、福島県立医科大

を中心に、一層の県内の研究機関との

連携を通じて今後も福島への貢献を継

続し、対応していく。 
 
 

創出の期待等が認められ、着実な業務運営が

なされているため。 

 なお、自己評価では b 評定であるが、文部科

学大臣が所掌する事項（基盤的研究開発（科学

技術に関する共通的な研究開発（二以上の府

省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通す

る研究開発をいう。）に関すること。））におい

ては、福島復興に貢献する複数の成果を創出

したものの、年度計画を高く超えた成果では

ないことから、着実な業務運営が認められる b

評定、また、原子力規制委員会の所掌する事項

（放射線による障害の防止に関すること）に

おいては、成果の創出や将来的な成果の創出

の期待等が認められ着実な業務運営が認めら

れる b 評定、これらを総合的に検討した結果、

b 評定が妥当であると判断した。 

 

■文部科学大臣が所掌する事項に関する評価 

（判断の根拠となる実績） 

・ 環境試料中のウラン・ネプツニウム迅速

分析法の高度化及び新たな手法の開発を

進めた。また、農作物中のプルトニウムの

移行評価について、新規パラメータの提

言を行った。 

・ 淡水魚におけるセシウムの移行結果を示

し、環境における減少の程度を報告した。

また、野生環境での野ネズミの染色体異

常の変化を解析し、事故５年後に採取さ

れた野ネズミでは観察されないことを示

した。 

 

＜今後の課題＞ 
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析センター棟）の有効利用も含めて、研究を発展継続するための次期研究計画を立案し、

福島県立医科大と協議を進めた。  
・ 放射線影響・被ばく研究の推進及び成果

の普及により、国民の放射線に対するリ

テラシーを高めること。 

 

＜その他の事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 内部被ばく推計についての精密化や研究

動態研究開発が着実に進められている。 

・ 農作物への核種移行について、生物利用

可能形態として水可溶性画分の重要性を

プルトニウムの移行評価に関してまと

め、新規パラメータの提言を行うととも

に、環境における生物への核種移行に関

しては、淡水魚におけるセシウムの追尾

結果を提示したなど、着実な研究成果を

創出している。 

・ 当該研究を推進・普及することで、国民の

放射線に対するリテラシーを高めること

を期待する。 

・ 災害発生から長い期間にわたり、福島復

興への貢献を続けていることを評価す

る。 

 
■原子力規制委員会が所掌する事項に関する

評価 
原子力規制委員会国立研究開発法人審議会に

おいて以下の意見が示されており、成果の創

出や将来的な成果の創出の期待等が認められ

着実な業務運営が認められると評価した。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・ 東京電力株式会社福島第一原子力発電

所事故の初期の甲状腺内部被ばく線量

評価について、住民の避難行動の影響に

【前年度主務大臣評価

における指摘事項等へ

の対応状況】 
・住民の内部被ばく評

価について着実な成果

が出ているため、今後

は地元に対してどう貢

献できるか、という観

点で活動を進めていた

だきたい。 
 
・福島第一原子力発電

所事故からの線量評価

研究及び環境移行パラ

メータ研究では着実に

前進していることが認

められる。事故から 10
年が経過し、学術的貢

献だけでなく、地域へ

成果を伝える努力も必

要となる段階である。

福島復興再生として地

域とのコミュニケーシ

ョンの在り方を検討す

ることが期待される。 
 
・研究を継続するため

の研究費の新規確保が

課題として挙げられて

いる。しかしながら、福

島復興再生は、国全体

の課題であり、公的研

究機関が主導して継続

的に取り組めるよう

に、長期的な支援が求

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 
 
 
○ 研究成果は共同研究機関である福島県立医科大学の HP からも公開されており、福島県

民健康調査において収集された住民の避難行動データが初期内部被ばく線量推計にしっ

かり役立てられていることを示せている。今後も線量推計の精緻化を継続し、同調査に

フィードバックできるように貢献していきたい。 
 
 
 
 
○ 福島復興再生支援における成果はこれまで福島県立医大内の量研福島研究分室を中心に

県内で開催される講演会、成果報告会にて参加、発表してきており、またいわき出張所

においてはいわき市保健所と連携して広報、講演会も開催してきている。コロナ禍で地

域でのアウトリーチ活動が制限されているが、今後、地域の方のニーズを把握した食材

等の測定を行うことなどでコミュニケーションをとりながら成果の発信を行うことを検

討している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 福島復興再生における予算としている福島基金事業が令和４年度で終了する。令和５年

度以降の活動を考え、現在進んでいる福島国際研究教育機構を中心とした新拠点構想へ

福島県立医科大を中心に、県内の研究機関等とも連携を通じて長期的な展望のある予算

での支援獲得に尽力している。 
 
 
 
 
 



39 

 

められる。 
 
・復興再生のために継

続して住民に寄り添

い、社会のニーズに答

えることができるの

は、専門機関としての

QST の役割と考えら

れる。時間の経過とと

もに支援の形態や資

金・人材面でも工夫が

必要になるだろう。科

学者の目と知力で福島

復興再生にさらに貢献

することを期待する。 

 
 
○ 福島復興再生への貢献に関する研究の中で、福島県基金事業が令和４年度に終了する。

一方で、令和５年度から発足が予定されている福島国際研究教育機構に関連して様々な

基本構想が示され、関連する研究機関の統合なども含めた新拠点構想が動いている。量

研で培ってきた線量測定と評価技術を生かし令和５年度以降も福島復興再生に貢献すべ

く、福島県立医大のみならず、県内の研究機関と打ち合わせ、具体的に参画する準備を

進めている。今後も線量評価や環境関連研究分野で量研のこれまでの経験、分析技術な

どを活用し、人材育成等の面でも貢献できるように尽力したい。 
 
 
 
 

注目し、最新の大気拡散シミュレーショ

ン（WSPEEDI-Ⅱ）と個人の行動データ

（滞在場所履歴）を用いて放射性のセシ

ウム及びヨウ素の吸入線量を算出した。

この成果は、住民の事故初期における被

ばく線量推計に資するものであり、年度

計画の想定を大きく超えていることか

ら顕著な成果と認められる。 
・ 環境中のアクチニド核種の新たな分析

法の開発は高度専門機関における研究

として評価できる。 
 
＜今後の課題・改善事項等＞ 
・ 福島復興再生への貢献において QST は

大きな役割をもつ機関であり、福島の関

連大学や機関と共同して学術的な活動

をさらに発展させることが福島復興再

生に繋がると期待される。 
・ 復興再生のために研究開発した情報を、

住民の安心・安全確保のために積極的に

情報発信することを期待する。 
【評価軸】 
⑥社会のニーズにあっ

た人材育成業務が実施

できているか。 
 
 
【評価指標】 
⑥研修等の人材育成業

務の取組の実績 
 
⑦大学と連携した人材

育成の取組の実績 

Ⅰ.4.（3）人材育成業務 
○ 将来の研究者の育成を目指して、QST リサーチアシスタント制度（実習生や連携大学院

生を任期制職員として雇用する制度）を継続して運用し、令和３年度は 32 名（本部予算

採用 26 名、研究組織予算採用６名）の大学院生を雇用し、筆頭著者として論文投稿をす

るなど、発表スキルの能力向上に資した。（評価指標⑦） 
○ 令和３年度において、上期においてはコロナ禍により実習生の一部が派遣自粛となるな

どがあったが、実習生 231 名、連携大学院生 35 名、学振特別研究員１名の受入れを行

い、コロナ禍前の令和元年度の受入れ数に回復し、人材育成に貢献した。（評価指標⑥⑦） 
○ 令和４年３月 31 日付けで東北大学大学院医学系研究科との令和４年度からの量子生命・

分子イメージング講座での教育・研究の協力実施のため連携大学院協定を令和４年３月

31 日に締結した。（評価指標⑦） 
○ 連携大学院協定に基づき、令和３年度は 16 校の大学から、量研の研究者（延べ 60 名）

が客員教員等の委嘱を受けた。（評価指標⑦） 
 
＜定量的参考指標＞ 

 連携大学院協定に基づき量研の研究者が客員教員等の委嘱を受けた大学数：16 校（過去

補助評定：a 
 
【評定の根拠】 
・上期においては派遣側の自粛により

実習生の一部が受入中止になるなどあ

ったが、下期においては令和元年度ベ

ースにまで回復した。 
・次世代を担う人材の育成をするため

の QST リサーチアシスタント制度を

運用し、大学院生 32 名を雇用するとと

もに、研究員・実習生等計 267 名を受

け入れ、QST リサーチアシスタントに

対するアンケート調査では 87.0％と高

い満足度を得た。（評価指標⑥⑦） 
・放射線事故・テロ・災害発生時（原子

力災害を除く）の多数の傷病者の発生

補助評定：b 

 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最

大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められ、着実な業務運営が

なされているため。 

 なお、自己評価では a 評定であるが、文部科

学大臣が所掌する事項（基盤的研究開発（科学

技術に関する共通的な研究開発（二以上の府

省のそれぞれの所掌に係る研究開発に共通す
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３年平均：18 校に対し 11.1％減） 
 QST リサーチアシスタントや実習生、連携大学院生の受入人数：298 人（過去３年平均：

325 名に対し 8.3％減、女性割合 22.8％） 
 QST リサーチアシスタントの満足度：87.0％ 

 
○ 「放射線防護等に関係する人材の育成」を目的として放射線看護や医学物理の課程の他、

大学と連携して原子力規制及び関連分野を志望する学生向けの放射線防護に関する研修

課程を実施した。また、「幅広く放射線の知識を国民に伝えるための人材の育成」を目的

として学校教員、産業医向けの講習を開催するとともに、中学生、高校生を対象にした

研修等も実施した。さらに、「社会的ニーズに応え、放射線事故等に対応する医療関係者

や初動対応者に対して被ばく医療に関連する人材の育成」を目的として放射線事故や CR
テロにおける消防、警察等の初動対応者向けセミナー、医療機関での受け入れ対応者向

けセミナー、海上保安庁等からの依頼研修を実施した。その他、千葉県消防学校等の放

射線に関する研修会に講師を派遣した。34 種、延べ 60 回の研修を総計 817 名、延べ

1,691 人日（放医研主催の研修 11 種、延べ 24 回、総計 392 人日を含む）に実施した。

（評価軸⑥、評価指標⑥） 
 
＜定量的参考指標＞ 
※コロナ禍により受講者数減少 
〇研修等回数：60 回（中止４回）（過去３年平均 50 回より 20％増） 
〇受講者数：延べ 1,691 名（過去３年平均延べ 2,866 名より 41％減） 
〇受講者の満足度：80.4％（依頼研修）、89.6％（定常研修） 
〇受講者の所属元の満足度：100％（十分満足 65.7％、ほぼ満足 34.3％）  
 
＜新たな取組み＞ 
〇新規開設した研修： 

 放射線事故・テロ・災害発生時（原子力災害を除く）の多数の傷病者の発生がする事象

における医療関係者の事態対処能力向上を目的として放射線テロ災害医療セミナー

（定員 20 名、４月及び６月実施）を開講した。これまで、警察や消防の職員を対象と

して放射線事故・テロ・災害発生時の初動対応の研修は実施してきたが、医療スタッフ

の対応に関する研修が不足しており、社会的ニーズとして認識されていた。（評価軸⑥、

評価指標⑥） 
 原子力規制委員会における規制人材の育成に関する議論を踏まえ、令和３年度から放

射線防護の技術的側面により大きな重点を置いたカリキュラムを整備し、大学生、大

学院生、高等専門学校４・５年生、若手社会人を対象とした新たな原子力規制人材育成

事業「放射線影響の理解を踏まえた放射線防護の実践的研修」を開始した。その中で令

和３年度は放射線防護入門コース（定員 50 名）と放射線防護のための管理計測コース

がする事象における医療関係者の事態

対処能力向上を目的として「放射線テ

ロ災害医療セミナー」を開講した。これ

まで、警察や消防の職員を対象として

放射線事故・テロ・災害発生時の初動対

応の研修は実施してきたが、医療スタ

ッフの対応に関する研修が不足してお

り、社会的ニーズとして認識されてい

た。（評価軸⑥、評価指標⑥） 
・原子力規制委員会における規制人材

の育成に関する議論を踏まえ、令和３

年度から放射線防護の技術的側面によ

り大きな重点を置いたカリキュラムを

整備し、大学生、大学院生、高等専門学

校４・５年生、若手社会人を対象とした

新たな原子力規制人材育成事業「放射

線影響の理解を踏まえた放射線防護の

実践的研修」を開始した。（評価軸⑥、

評価指標⑥）その中で令和３年度は「放

射線防護入門コース」と「放射線防護の

ための」管理計測コース」を実施した。

「放射線防護入門コース」は放射線初

学者を対象とし、オンラインで全国ど

こからいつでも都合のよい時間に受講

できるシステムで実施した。（評価軸

⑥、評価指標⑥） 
 以上から、年度計画を着実に達成す

るとともに、社会のニーズに適切に対

応し新しい研修等を実施するなど、年

度計画を上回る成果を創出したと自己

評価した。 
 
【課題と対応】 
・量研における体系的な人材育成の戦

略を次期中長期計画に向けて検討して

いく。 
・年度計画は着実に遂行されていると

る研究開発をいう。）に関すること。））におい

ては、QST リサーチアシスタント制度による

学生等の受け入れや近隣学校の生徒への普及

啓発活動など着実な業務の実施が認められる

ものの、年度計画を高く超えた成果ではない

ことから、着実な業務運営が認められる b 評

定、また、原子力規制委員会の所掌する事項

（放射線による障害の防止に関すること）に

おいては、顕著な成果の創出や将来的な成果

の創出の期待等が認められる a 評定、これら

を総合的に検討した結果、b 評定が妥当である

と判断した。 

 

■文部科学大臣が所掌する事項に関する評価 

（判断の根拠となる実績） 

・ 次世代を担う人材育成をするため QST

リサーチアシスタント制度を運用し、大

学院生 32 名を雇用するとともに、研究

員・実習生など計 267 名を受け入れた。

アンケート調査では、 87.0％と高い満足

度を得た。 

・ 国内外の研究機関等との協力により、医

療関係者を国内から 7 名、海外から２名

を受け入れ、実務訓練等を実施した。 

・ SSH への対面・オンライン講義を行うと

ともに、近隣地域の中学校で出前授業を

開催し、QST の研究開発活動について普

及啓発を行った。 

 

＜今後の課題＞ 

・ QST アシスタントリサーチについて、人

材を取り込むための方策や、人数など具
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（定員 24 名）を実施した。（評価軸⑥、評価指標⑥） 
 放射線に関する社会一般とのコミュニケーション技術の重要性が強く認識される状況

下で、その習得を新たな目的として付加した若手社会人向け放射線防護課程（定員 24
名）を実施した。（評価軸⑥、評価指標⑥） 

〇新たな形式の研修： 
 オンラインで全国どこからいつでも都合のよい時間に受講できるシステムを導入し、

放射線初学者を対象として原子力規制人材育成事業放射線防護入門コースを実施した。

（評価軸⑥、評価指標⑥）  
 
○ 新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う渡航・移動制限により大きく影響を受けたが、

国内外より研修生等を受け入れ、特に重粒子線がん治療関連では、国内より７名、海外

より２名を受け入れて実務訓練等を実施した。（評価軸⑥） 
 
＜定量的参考指標＞ 
※コロナ禍で国内外ともに受け入れ人数が減少 
○受け入れ人数：９名（過去３年平均：22 名より 59％減） 
○うち海外からの受け入れ人数：２名（過去３年平均：17 名より 88％減） 
 
○ 理科教育支援や量子科学技術の理解促進に資するための QST サマースクール（大学等の

夏季休暇期間中に大学生等に対して量研の研究現場での体験機会を提供する制度）に、

感染防止対策を講じ開催準備を進めていたが、令和３年夏季における新型コロナウイル

ス感染症の終息が見通せず、全国移動に伴う感染拡大防止のため募集を中止した。 
○ 令和２年度に引き続きコロナ禍により学校現場側の対応が難しい中、学校側の理解を得

て量研の研究拠点が立地する県内の SSH ほか、オンラインによる他県の SSH への講義

を行った。また、研究拠点が立地する近隣地域の中学校に出向いての出前授業を開催し、

量研の研究開発活動を知ってもらう契機に資した。 
 
 
＜定量的参考指標＞ 
※コロナ禍により、令和３年度の QST サマースクール中止のため指標は「―」記載 
○QST サマースクール生の受入人数：― 
○うち女性受入数：― 
○QST サマースクール生の満足度：― 
○SSH の受入人数：178 名（過去３年平均 350 名より 49.1％減） 
○出前授業の対象人数：39 名（過去３年平均 251 名より 84.5％減） 

は言え、人材育成センター教務課の専

任スタッフの高齢化は進んでおり、計

画的な現役職員の配置が望まれる。ま

た研修業務課については、現在全て任

期制職員によって業務が遂行されてい

るところであるが、業務の継続性と安

定性の観点から定年制職員の比率を上

げることが望まれる。 

体的な目標値について示されたい。 

・ 学生や研究員のみならず、子供から大人

まで、広い範囲でのアウトリーチ活動を

行うこと。 

 

＜その他の事項＞ 

（部会からの意見） 

・ QST の研究成果の公開により、子供から

若者、社会人に至るまで、広く人材を集め

る間口を作って欲しい。 

・ QST リサーチアシスタント制度での大

学院生、実習生など、多面的人材を取り込

む方策とそれぞれの目標値について設定

すべきである。 

 
■原子力規制委員会が所掌する事項に関する

評価 
原子力規制委員会国立研究開発法人審議会に

おいて以下の意見が示されており、顕著な成

果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められると評価した。 
 
＜評価すべき実績＞ 
・ 我が国の医療関係者や事故初動対応者

を対象にした研修活動を組織的に継続

して実施しており、Web での受講システ

ムを導入するなど、新型コロナを契機と

して新たな研修方式によって全国から

参加しやすい仕組みを構築している。人

材育成の中核機関としての機能を十分

に果たしている。 
・ 原子力災害医療の次世代リーダー育成

の一環として、リーダー候補となる原子

力災害医療人材を令和３年度より雇用

し、今後の原子力災害対応、教育研修の

【前年度主務大臣評価

における指摘事項等へ

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 
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の対応状況】 
・今後戦略的にどのよ

うに人材を育成してい

くかロードマップを作

製した方がよいのでは

ないか。 
 
・場当たり的な活動が

多く、中長期目標との

結びつきが感じにく

い。 
 
・人材育成について、

原子力規制委員会所掌

の業務は QST の使命

を持っていると感じら

れるが、文科省所掌の

業務についても同様に

全体的なビジョンを示

してほしい。 
 
・医学物理士の要請は

非常に重要であり、

QST を挙げてその人

材育成に取り組んでは

いかがか。 
 
・人材育成について、

体系的な取り組みを期

待したい。 
 
・災害時に中核となる

人材の育成が従来から

課題となっている。と

くに、被ばく医療を担

う人材は普段は放射線

災害とは直接関係がな

 
○ 人材育成については、これまで長期的な視点を持って戦略的に実施することができてい

ないためロードマップも未作成にあったところ、次期中長期計画においてロードマップ

作成を検討する。 
 
 
 
○ 大学等と連携を強化して、学生雇用の QST リサーチアシスタントを始めとする若年層を

対象に、量研の研究開発を実施していく中で、効率的かつ効果的に人材を育成している

が、次期中長期計画において戦略的人材育成を検討していく。 
 
 
○ 任期雇用である QST リサーチアシスタントの育成が、量研の研究開発に資する人材輩出

へと生かせるよう、切れ目のない若手人材育成に向けて模索していく。 
 
 
 
 
 
 
 
○ 医学物理士を目指す診療放射線技師等を対象とした定常研修を開講しており、修了者に

対して、医学物理士認定に必要な業績点が一般財団法人医学物理士認定機構より 10 点、

放射線治療品質管理士認定に必要な単位が放射線治療品質管理機構から１点認定される

特典を設け、受講意欲を高めている。 
 
 
○ 量研の貴重な人財として生かせるよう、人材育成の具体的体系化については、次期中長

期計画を踏まえて整理検討していく。 
 
 
○ 令和３年度から開始した被ばく医療人材育成を目指す研修データの一元管理の一環とし

て、全国の研修自体の認定を行い、その修了者には統一された基準で修了証を発行する

制度を運用している。中核人材研修の修了者は、原子力災害拠点病院に１名確保が求め

られており、病院の役割ともリンクしている。さらに踏み込んだ認定医のような制度は、

学術団体等の連携も含めて今後の課題である。 
 

中心となる人材育成に着手した。これ

は、計画の想定を超える顕著な成果と認

められる。 
・ 新たな取組として、放射線防護の技術的

側面により大きな重点を置いたカリキ

ュラムを整備し、大学生、大学院生、高

等専門学校４・５ 年生、若手社会人を対

象とした新たな原子力規制人材育成事

業「放射線影響の理解を踏まえた放射線

防護の実践的研修」を開始した。研修等

回数は過去３年平均より 20％増加し、ま

た受講者満足度は 80％を超えた。年度計

画の想定を大きく超えていることから

顕著な成果と認められる。 
・ 放射線事故・テロ・災害発生時（原子力

災害を除く）に多数の傷病者が発生する

事象における医療関係者の事態対処能

力向上を目的として「放射線テロ災害医

療セミナー」を開講した。医療スタッフ

の対応に関する研修が不足していたの

で、社会的ニーズに対応したもので、年

度計画の想定を大きく超えていること

から顕著な成果と認められる。 
・ QST リサーチアシスタント制度を活用

した専門的人材の雇用・育成は、人材育

成として適切であり評価に値する。 
 
＜今後の課題・改善事項等＞ 
・ 研修の成果として、受講した医療関係者

や事故初動対応者に研修後も継続して

役割を果たしてもらうための在り方に

ついて、学協会等とも連携して検討する

ことを期待する。 
・ 人材育成業務には、QST 内の体制の維

持・強化が不可欠であり、安定的な人員

確保が課題である。引き続き取組に期待

している。 
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い業務についているこ

とから、災害時に機能

するためには日頃から

の自覚と研修が必要で

ある。突然の災害発生

時にも役割を果たせる

ように、資格認定制度

のような自覚を奨励す

る仕組みを構築してい

くことが期待される。 
 
・人材育成業務には、

QST 内の体制の維持・

強化が不可欠である。

安定的な人員確保が課

題である。 
 
・「被ばく医療研修管

理システム」の運用が

始まったが、そのシス

テムを深め、実効性を

高めることはこれから

の課題と思われる。そ

のための予算、人員確

保が必要である。また、

研修会の開催は労力も

大きく、その講師レベ

ルの人材育成のための

人員・予算の確保も必

要である。他機関との

連携などにより、さら

に発展されることを期

待する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 量研内の体制維持・強化の方策として、研修委員会の下に人材育成センター人事計画部

会を設置し、人材育成センターの中期的人事計画を複数年に亘り継続的、計画的に実施

するための取組を行っている。 
 
 
 
○ 令和３年度は、被ばく医療研修管理システムの維持管理費用は、原子力規制庁補助金で

運用している。人件費も補助金で令和３年度に新たに医職者、技術者、研究者の計 11 名

の被ばく医療高度専門人材候補を雇用し、講師レベルの人材へ、そして全国の指導者に

なるべく養成を行っている。これらの人材は、他の高度被ばく医療支援センターへの長

期派遣なども検討しており、現場研鑽の機会を多様化するとともに、支援センター間の

連携を強化する。ただし、研修会の開催をサポートするための事務系人員の不足の解消

は喫緊の課題であり、引き続き予算要求をしている。 
 
 
 
 
 
 

・ 医療関係者に対する講習会も多々開催

されていて評価できるが、医療関係者は

On the job trainingで知識と技術を修得

しているので、稀な被ばく医療の知識を

定着させるための戦略を構築し、さらに

戦力となる人材の育成を期待したい。 

【評価軸】 
⑦施設及び設備等の活

用が促進できている

か。 

Ⅰ.4.（4）施設及び設備等の活用促進 
○ 外部の研究者等が利用する施設について、安定した運転のための維持管理体制の整備・

維持を着実に実施した。また、各施設の利用状況を随時把握し、関連する情報を必要に

応じて周知することにより、利活用の促進を図った。（評価軸⑦、評価指標⑧、モニタリ

補助評定：b 

 

【評定の根拠】 

補助評定：b 

 

＜評定に至った理由＞ 



44 

 

 
 
【評価指標】 
⑧施設及び設備等の活

用促進への取組の実績 
 
 
【モニタリング指標】 
⑫施設等の共用実績 

ング指標⑫） 
 HIMAC では昼間はがん治療を行い、夜間に研究利用や新規治療技術の開発を行って

いるため、利用者を補助する目的で実験サポート専門の役務契約者を配置している。

また、サイクロトロン及び静電加速器では、職員が実験の相談対応、安全な運用のた

めの実験サポートを行った。 
 施設利用研究推進のために所内対応者として職員を配置し、実験計画立案や準備の

段階から外部利用者の相談を受けるようにしている。また、所内対応者は、動物実

験、遺伝子組換え生物、バイオセーフティレベル等、実験実施に関わる安全性の確認

や内部委員会の了承等を含めた所内手続を行い、安全確保に努めた。 
 量子生命・医学部門の各施設維持のために、治療及び運転効率を考慮して、大規模な

定期修理と小規模なメンテナンスを計画し実施した。 
 HIMAC 共同利用研究では、量研内 37 課題(利用回数 242 回)（30％）、量研外 88 課

題（利用回数 279 回）（70％）の利用があった。サイクロトロンでは量研内利用１課

題（利用回数９回）（23％）、量研外利用 22 課題（同 30 回）（77％）、静電加速器で

は量研内利用 10 課題（利用回数 109 回）（70％）、量研外利用７課題（同 47 回）

（30％）の利用があった。 
 高崎研のイオン照射研究施設（TIARA）については、利用管理課、イオン加速器管

理課を中心とする運転管理体制を維持した。サイクロトロンについては計 740 時間

のビームタイムを確保し、量研内利用に 88％、外部利用者への施設共用に 12%を提

供した。また、３台の静電加速器については、計 2,805 時間分のビームタイムのうち

量研内利用に 75％、外部利用者への施設共用に 25％を提供した。電子線照射施設及

びガンマ線照射施設については、照射施設管理課を中心とする運転管理体制を維持

し例年どおり引き続き運営した。電子線照射施設については、計 312 時間のビーム

タイムを量研内利用に 97％、外部利用者への施設共用に３％を提供した。また、ガ

ンマ線照射施設については、８個の照射セルを合わせて計 37,592 時間の照射時間を

量研内利用に 47％、外部利用者への施設共用に 53％を提供した。 
 関西研（木津地区）の光量子科学研究施設については、令和２年度同様装置・運転管

理室によるサポート体制のもと、共用施設の安定的な継続運転を行い、J-KAREN レ

ーザーについては、計 1,826 時間のビームタイムの 28％に量研内利用、メンテナン

スに 66％、さらに外部利用者への施設共用に 6％を提供したほか、J-KAREN 運転

連絡会議を運用し、運転管理体制の維持に努めた。また、バーチャル展示会けいはん

なビジネスメッセ 2021Virtual（令和３年 11 月１日～12 月１日）、けいはんな R＆

D フェア 2021（令和３年 11 月 11 日～11 月 13 日）にブース出展し、共用装置及び

施設共用制度について紹介し、外部への情報発信に努めた。 
 関西研（播磨地区）の放射光科学研究施設については、引き続き装置・運転管理室に

よるサポート体制を充実し、量研が所有するビームライン BL11XU（QST 極限量子

ダイナミクスⅠビームライン・標準型アンジュレータ光源）、BL14B1（QST 極限量

以下のとおり、年度計画を着実に達

成した。 

・各共用施設・設備を確実に維持整備

し、外部ユーザーからの利用に応えら

れるよう、周知活動とあわせて進めた。

施設等を有する拠点ごとに行う応募課

題に対する審査に基づき共用時間を配

分するなど、長引くコロナ禍の中でも

共用を推進し、計画どおり進捗した。

（評価軸⑦、評価指標⑧） 

・新型コロナウイルス感染防止体制を

継続し、また飼育器材を２週間分確保

しつつ、実験動物の飼育環境の維持、研

究に必要な遺伝子改変マウス等の提供

及び実験動物の品質管理を滞りなく実

施し、動物実験を適正かつ円滑に遂行

に寄与するとともに、動物実験の着実

な実施に貢献した。（評価軸⑦、評価指

標⑧） 

・品質保証においては国立がん研究セ

ンターでの標的アイソトープ治療薬治

験に対し、日本発脳腫瘍治療用放射性

薬剤 64Cu-ATSM の治験薬出荷可否決

定を６回実施し、治験推進に大きく貢

献した（治療用放射性薬剤の治験薬品

質保証は大学含む国内研究機関に例が

なく顕著な成果である）。（評価軸⑦、評

価指標⑧） 

・治療用放射性治験薬の製造の監査も

実施した（大阪大学、国立がん研究セン

ター）。 

・臨床研究法下の審査意見業務につい

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最

大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められ、着実な業務運営が

なされているため。 

 

（判断の根拠となる実績） 

・ コロナ禍においても、各共用施設の運転

維持管理体制を維持した。共同研究・共同

利用研究による外部利用者は昨年度比約

61％と減少していたものの、施設共用の

外部利用者数は昨年度の約 2 倍と大幅に

増加した。 

・ 新型コロナウイルス感染防止体制を継続

した上で、実験動物の飼育環境の維持や

遺伝子改変マウス等の提供、実験動物の

品質管理を滞りなく実施した。 

・ 外部からの臨床研究審査について、臨床

研究法 34 件、指針 6 件を実施した。 

・ 他機関で実施している標的アイソトープ

治療薬治験について、品質保証や非臨床

開発を行うとともに、治療用放射性治験

薬の製造の監査も実施するなど、放射線

医学分野の中核機関としての役割を果た

した。 

 

＜今後の課題＞ 

・ 共用については、長期的な視点をもって、

利用者のニーズに基づいた施設・設備整

備を行うこと。 
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子ダイナミクスⅡビームライン・偏向電磁石光源）及び BL22XU における専用装置

により、計 4,488 時間のビームタイムを外部利用者へ提供した。BL11XU について

は、量研内利用に 59％、外部利用者への施設共用に 35％、さらに原子力機構へ 6％
を提供するとともに、BL14B1 については、量研内利用に 34％、外部利用者への施

設共用に 41％、さらに原子力機構へ 25％を提供した。また、原子力機構が有する

BL22XU（原子力機構重元素科学Ⅰビームライン・標準型アンジュレータ光源）に設

置している量研が所有する装置を外部利用及び内部利用に供した。また、外部利用促

進に向けて、講習会及びセミナーを開催し、企業等に対して量研の放射光技術の紹介

等を実施した。 
 
○ 部門又は部門内の施設ごとの委員会等において、外部利用課題の審査・選定等を行った。

また、各部門や各研究所の HP やイベント、学会、研究発表会、セミナー等で情報発信

を行い、外部利用を推進した。さらに共用施設等運用責任者連絡会議を開催（令和３年

９月、令和４年３月）し、共用施設等の状況や問題点の把握・共有に努めた。（評価軸⑦、

評価指標⑧） 
 各所で行われた学会、研究発表会、セミナーで放医研の施設共用のための広報活動を

行った。 
 量子生命・医学部門の各施設で得られた研究成果のうち、HIMAC においては、令和

２年度に実施した課題の成果を令和３年６月の HIMAC 共同利用研究報告会で報告

し、その成果報告書を取りまとめ令和３年 11 月に刊行した。サイクロトロン及び静

電加速器においては、令和２年度に実施した課題の成果を令和３年８月の成果報告

会（オンライン）で報告し、サイクロトロン利用報告書を令和３年８月に刊行、共用

施設成果報告書は令和４年４月に刊行予定である。 
 高崎研については、令和３年度開始の施設共用課題の公募を令和２年９月から 11 月

にかけて実施し、施設共用課題審査委員会（高崎研）において、利用課題の審査（書

類、面接審査を含む）等を実施した。本委員会では、課題の採否、成果公開課題への

認定の審査、利用時間の配分等を審議するとともに、施設の運用状況等についても審

議・検討した。利用時間の配分について、審査の結果で評価の高い実験課題に十分な

時間が配分されるよう傾斜配分を行った。令和３年度下期開始の課題募集について

は、令和３年５月に実施した。 
 関西研（木津地区）については、５月に令和３年度施設共用下期課題公募、11 月、

12 月に令和４年度施設共用全期課題公募を実施した。 
 関西研（播磨地区）については、施設共用課題審査委員会を原子力機構と合同で開催

し、外部利用課題の採択と利用時間の配分を決定した。課題募集は JASRI の課題募

集時期に合わせて行い、JASRI での利用手続きと整合して行えるようにした。量研

ビームラインの内部利用については、「大型放射光施設 SPring-8 量研専用ビームラ

イン内部課題審査委員会」において課題審査を実施した。 

て、外部から臨床研究法の特定臨床研

究に関して 12 課題 34 件の審査を行っ

た。国立研究機関や大学病院、地方の主

幹的専門病院からの審査依頼を受ける

など量研の臨床研究審査委員会は、外

部から多くの審査を求められるほどの

高い認知度や審査の評価が得られ、顕

著な成果が維持されていると考えられ

る。（評価軸⑦、評価指標⑧） 

 

 

【課題と対応】 

・限られた施設・設備及び利用時間にお

いて、経年への対応及び更なる外部ユ

ーザーへの共用促進の両面から更に検

討していく。 

・適正な動物実験の遂行には、実験動物

施設の最適な維持・管理、必要な実験動

物の確保及び実験動物の品質保証が必

要である。これらを円滑に実施するた

め、実験動物施設の維持に必要な予算

確保、支援技術の継承と向上を継続的

に取り組んでいく。 

・薬剤製造や装置利用に関する品質管

理体制構築の助言や監査については、

指針の改正が公示され、また臨床研究

法の対応変更など、臨床研究を取り巻

く環境が大きく変化し続けている。そ

のためのリソースの強化が急務と考え

られる。 

 

＜その他の事項＞ 

（部会からの意見） 

・ 実験動物の品質管理及び動物実験、放射

性薬剤等における QST の貢献・成果は、

日本の中核機関としての役割を果たして

いると認められる。 

・ 施設の共用について、利用者コミュニテ

ィとの合意の基づいた中長期計画によ

り、改造・保守あるいは合理化を進めるこ

とに留意されたい。 

・ 充実した放射線関連機器など各共用施

設・設備の維持整備と外部ユーザーの利

用は、人材育成と共に公的機関として重

要なタスクであると考える。 
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 量研の施設共用制度による活用促進の他、共同研究・共同利用研究による外部利用に

よっても、施設及び設備等の活用促進を図った。共同研究・共同利用研究による外部

利用者の実績は下表のとおりである。 

 

※高崎研、関西研木津地区、同播磨地区については延べ人数 
 
○ 実験動物施設８棟について、実験動物に最適な飼育環境の維持と動物実験に必要な飼育

器材の調達を行った。また、これらの実験動物施設について、実験動物の微生物学的検

査を定期的に実施、外部機関からの導入動物及び異常動物の検査を随時行い、実験動物

の微生物学的品質を保証した。（評価軸⑦、評価指標⑧） 
 

実験動物の微生物学的品質保証 

 
 
○ 生殖工学技術を用いて研究者からの依頼に基づき、マウスの作出・供給、胚・精子の凍

結等を実施し、マウスを用いた動物実験の適切な研究環境を提供・維持した。また、ICSI
（Intracytoplasmic Sperm Injection, 卵細胞質内精子注入）法に適応可能なマウス系統

の検討を進めた結果、C57BL/6 マウス、BALB マウス、及び C3H マウスについて、通

常の体外受精に比べて作出率が低いが、マウス作出期間を 2.5 か月から 1.5 か月に短縮

して迅速に供給可能で、次世代マウスの作出に困難な場合へ適応できる支援体制を整え

た。（評価軸⑦、評価指標⑧） 
 

実験動物の生殖工学的支援 
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＜施設及び設備、技術を活用した対外貢献＞ 
○ 国立がん研究センターでの標的アイソトープ治療薬治験に対し、日本発脳腫瘍治療用放

射性薬剤 64Cu-ATSM の治験薬出荷可否決定を６回実施し治験推進に大きく貢献した。

治療用放射性薬剤の治験薬品質保証は大学含む国内研究機関に例がない。また、福井大

学の骨転移診断薬剤 Na18F の規格設定や品質保証及び非臨床開発、PMDA との対面助

言を経て治験届を提出することができ、治験推進に貢献した。（評価軸⑦、評価指針⑧） 
○ 日本全国の PET 薬剤製造施設の監査を７件実施し、PET 薬剤製造認証を取得した施設

は延べ 23 施設となった。監査を開始し９年間で 58 回実施した。治療用放射性治験薬の

製造の監査も実施し（大阪大学、国立がん研究センター）、施設や技術の活用を非常に高

いレベルで対外貢献した。さらに、シンポジウム、学会において PET 薬剤品質保証に関

する講義を計２回実施した。（評価軸⑦、評価指標⑧） 
○ 厚生労働大臣認定の臨床研究審査委員会として、基本的に毎月１回委員会を開催した。

国立研究機関や大学病院、地方の主幹的専門病院など、外部から臨床研究法の特定臨床

研究に関して新規３課題を含む 12 課題、34 件の審査を行った（２件の終了届含む）。ま

た倫理指針の臨床研究に関して、新規審査２課題を含む６件の審査を行った。量研の臨

床研究審査委員会は、多くの審査を求められるほどの高い認知度や審査の評価が得られ

てきており、外部に対する高い貢献を達成している。（評価軸⑦、評価指針⑧） 
 
＜量研内の臨床研究成果最大化への貢献（将来的な対外貢献へつながる）＞ 
○ 量子生命・医学部門の臨床研究用 PET 薬剤の品質保証活動として、タウイメージング

PET 薬剤である PM-PBB3 の院内製造に関し、64 回の製造に対する品質保証活動を実

施した。（評価軸⑦、評価指針⑧） 
○ 臨床研究法の特定臨床研究に関して新規９課題含む 19 課題 38 件、非特定臨床研究に関

して３課題 112 件の審査を行った（２件の終了届含む）。また、倫理指針の臨床研究に関

して、新規審査 39 課題を含む 270 件の審査を行い、31 件の終了報告を受けた。（評価軸

⑦、評価指針⑧） 
○ 保有施設・設備についての情報の HP への掲載等の情報発信活動を通じて、利用の促進

に努めた。（評価軸⑧、評価指標⑧、モニタリング指標⑫） 
 量子生命・医学部門においては、職員を配置しての外部利用者の相談対応、外部発
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表・講演や関係委員会での利用募集の呼び掛け、見学来訪者への保有施設・設備の

紹介を行った。 
 量子ビーム科学部門においては、外部の利用者による利用を推進するための活動と

して、産業界等の利用拡大を図るため、研究部門の研究者・技術者等の協力を得て、

量研内外のシンポジウム、学会、展示会、各種イベント等の機会に、高崎研、関西

研が有する共用量子ビーム施設の特徴、利用分野及び利用成果を分かりやすく説明

するアウトリーチ活動を実施した。また、利用成果の社会への還元を促進するため

の取組として、令和２年度の実績を取りまとめ、高崎研では高崎量子応用研究所年

報（2020）、関西研（木津地区）では Annual Report 2020 を発行した。さらに、

関西研（播磨地区）ではプラットフォーム専用 HP を逐次更新することで、放射光

装置及びそれらの利用成果の紹介に努めた。高崎研では QST 高崎サイエンスフェ

スタ 2021（令和３年 12 月７～８日）、関西研では大阪大学と合同で光・量子ビー

ム科学合同シンポジウム OPTO2021（令和３年６月 22 日）をそれぞれオンライン

で開催し、利用成果の発信を行った。 
 令和３年度は、量研全体で、外部利用者からの施設共用の課題を 191 課題採択し、

それによる施設・設備の利用件数は 333 件であった。また、令和３年度の共用施設

の利用収入額は、97,618 千円であった。 

 

※共用施設利用人数について、高崎研、関西研は延べ人数 
【前年度主務大臣評価

における指摘事項等へ

の対応状況】 
・施設共用について、

現在、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大によ

りリモート化や遠隔化

を行うことが推奨され

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 
 
 
○ DX 化に向けた取組を実施している施設においては、引き続き取組を実施していくとと

もに、各共用施設等によって、設備機器や取り扱う試料等により技術的な課題や期待さ

れる効果に差異があるため、各共用施設等においてリモート化や遠隔化の有効性や実現

可能性について、検討を継続していく。 
○ 高崎研のコバルト施設及び電子線照射施設については、照射実験準備の短時間化・自動
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ているが、QST の施設

においてもこれらのイ

ンフラを整備し、共用

率を向上していくこと

を期待する。 
 
 
 
 
 
・昨年度から施設の

DX 化に向けた取組を

実施しているはずであ

り、来年度評価におい

ては、before, after を

示しながらその効果を

定量的に説明いただき

たい。 
 
・DX 化しても共用率

が低い場合はもともと

のニーズがないという

ことであるから、老朽

化した施設も多いこと

から廃止も含めた議論

を行うべき。 

化、計測機器の遠隔化を目指して文科省の官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）

により令和２年度中に整備を完了し、令和３年４月より利用を開始した。 
○ 関西研（木津地区）の光量子科学研究施設については、レーザーパラメータ計測や大型

光学素子の調整作業を遠隔計測・自動制御することを目指し、文科省の先端研究設備整

備補助事業、先端研究基盤共用促進事業により整備を継続している。 
○ 関西研（播磨地区）の放射光科学研究施設について、装置の自動化による共用率の向上

や利用支援の省力化を進めるとともに、共用装置で取得したデータを供出し、利活用す

ることを目的とする文科省のマテリアル先端リサーチインフラ事業により整備を開始し

た。 
 
○ DX 化に向けた取組を実施している施設においては、高崎地区については令和３年度に

整備が完了し運用を開始したところである。また、木津地区及び播磨地区については整

備を継続中である。このため、効果を定量的に説明できるのは令和４年度以降になるが、

定量的に説明できるようにデータを収集していく。 
 
 
 
 
 
○ 量研の施設は、施設本来の用途である量研の研究開発等に主に活用している。今後の活

用見込みについては、各共用施設等で確認を継続していく。 
 
 
 
 
 

【評価軸】 
⑧官民地域パートナー

シップによる次世代放

射光施設の整備等に着

実に取り組んでいる

か。 
 
 
【評価指標】 
⑨官民地域パートナー

シップによる次世代放

Ⅰ.4.(5) 官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の整備等 
○ 加速器については、令和元年度の 24 件（約 98 億円）、令和２年度の 59 件（約 37 億円）

の契約に引き続き、令和３年度は 92 件（約 20 億円）の契約を完了するなど、機器製作

等を着実に進めた。さらに、構成機器の据付・調整の準備を完了することにとどまらず、

加速器の主要機器である 320 台の多極電磁石などの据付・調整作業を着実に進めた。（評

価指標⑨） 
○ ビームラインについては、令和２年度の次世代放射光施設利用研究検討委員会光学系

WG での評価を受けて、共用ビームライン３本の光学系の設計を完了するとともに、光

学系駆動装置や各種光学素子等の 31 件（約 30 億円）の契約を完了し製作を開始した。

（評価指標⑨） 
○ 施設整備の本格化に伴い、令和３年７月に主たる活動拠点を播磨から仙台に移転し、12

補助評定：a 
 
【評定の根拠】 
・令和３年 12月に次世代センター全部

署の仙台移転を完了するとともに、量

研が主導する形で様々な会議体を運用

するなど、パートナー機関等との運営・

情報共有の迅速化、効率化を諮ること

で、加速器機器等の搬入開始の前倒し

や、多数の受注業者による多岐にわた

る作業工程を綿密に調整・管理するこ

補助評定：a 
 
＜評定に至った理由＞ 
 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 
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射光施設の整備に係る

進捗管理の状況 
月には加速器グループ移設して次世代センター全部署の仙台移転を完了した。（評価指標

⑨） 
○ 次世代放射光施設の整備・運用に係る政策的及び実務的・技術的な課題を審議・調整し、

情報を共有することを目的とした次世代放射光施設運営会議とその下に検討委員会を設

置するなど、パートナー機関等との連携・調整体制を強化するとともに、運用期を見据

えた組織体制の検討を開始した。（評価指標⑨） 
○ ウェブサイト上で次世代放射光施設の愛称の募集やビームラインのニーズ調査を行うな

ど、施設整備に係る情報発信等にウェブサイトを積極的に活用するとともに、共用ビー

ムラインの利用研究に主眼を置いたパンフレットの改訂を行い広く配布するなど、施設

整備に係る情報発信等を推進した。（評価指標⑨） 
○ 定例会議、合同チーム会議、役員級会合等様々な会議体を運用するとともに、量研側か

らも建屋総合定例会議に参加するなど、量研が主導する形で運営・情報共有の迅速化、

効率化を図ることで、加速器の構成機器の据付・調整の準備を完了することにとどまら

ず、据付作業に一定の進捗を達成するなど、スケジュールの遅延リスク低減と全体工程

の加速に結び付け、令和６年度からの本格運用開始のスケジュールの遵守に貢献した。

（評価軸⑧、評価指標⑨） 
○ 高精度な遮蔽計算を基に従来の既存施設とは異なる思想の人的安全とインターロックを

含めた全体設計を行うとともに、放射線安全性検討委員会を設置し、有識者の意見を聞

きながら原子力規制庁とこまめな調整を行うことで、国内初の実験ホールの非管理区域

化に向けて大筋の合意が得られるなど、使用許可に向けて大きく進展し、実験ホールの

非管理区域化に目処を付けることに成功した。（評価軸⑧、評価指標⑨） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

とで、年度計画の加速器の構成機器の

据付・調整の準備を完了することにと

どまらず、加速器の主要機器である

320 台の多極電磁石などの据付・調整

作業を着実に進めたことは高く評価出

来る。 （評価軸⑧、評価指標⑨） 
・原子力規制庁への施設の使用許可申

請においては、放射線管理において知

識の豊富な量研側においてパートナー

側ビームラインも含めて遮蔽等の検討

を行うなど、主導的に進めることで令

和３年度中に申請を完了し、実験ホー

ルの非管理区域化を大きく進展させた

ことは高く評価出来る。 （評価軸⑧、

評価指標⑨） 
・また、ビームラインニーズ調査の結

果、全てのビームラインにおいて 1,000
日以上の利用希望があるなど、期待も

大きい。（評価軸⑧、評価指標⑨） 
 

以上のことから、特に、国内放射光施

設としては初となる実験ホールの非管

理区域化に目処を付けたことは、次世

代放射光施設のユーザーの利便性を飛

躍的に向上させるだけでなく、放射線

遮蔽や安全管理の思想について、既存

の放射光施設の改修及び今後の放射光

施設建設の際のモデルケースとして先

鞭をつけるもので、優れたマネジメン

ト構築とのその着実な実施によるもの

と自己評価した。 
 
 
【課題と対応】 
・次世代放射光施設は、海外の同類施設

と比べて非常にコンパクトな設計の中

で、同等の輝度とビームラインの本数

（判断の根拠となる実績） 
・ 整備面においては、パートナー機関等と

の連携により加速器の主要機器である多

極電磁石などの据付・調整作業及び共用

ビームライン３本の光学系装置の設計・

製作作業を着実に進めた。 
・ 令和 3 年 12 月に次世代センターの仙台

移転を完了するとともに、パートナー機

関等との運営・情報共有の迅速化、効率化

を図った。 
・ 放射線遮蔽等の検討を行うことにより、

国内放射光施設で初となる実験ホールの

非管理区域化に向けて大きな進展があっ

た。 
 
＜今後の課題＞ 
・ 加速器及びビームラインの整備完了や設

計性能の着実な達成により、質の高いビ

ームを早期安定供給するべく、必要な人

材確保・人材配置を適切に実施すること。 
・ 運営開始時の運営体制・利用制度の構築

及び整備を着実に進めるとともに、我が

国の研究力強化や国際競争力強化への貢

献手段について、国の運用主体として自

らのミッションを定義すること。 
・ 官民地域パートナーシップの下、研究成

果の最大化や施設の高度化を含む産学官

の利用促進等に向けて中長期的に取り組

むこと。 
 
＜その他の事項＞ 
（部会からの意見） 
・ 実験ホールを非管理区域とし、研究の制

約にならない環境作りは、国内の放射光

施設で初のものであり評価したい。 
・ ビームの本数を増やすことで、研究の機

会も更に増やしてほしい。 

【前年度主務大臣評価

における指摘事項等へ

の対応状況】 
・学術、産業ともに高

い利用が見込まれる次

世代放射光施設におけ

る国の運用主体とし

【前年度主務大臣評価における指摘事項等への対応状況】 
○ 次世代放射光施設は、国内初の軟 X 線領域に強みを持つ高輝度でコンパクトな放射光施

設であり、国際的にも最高輝度を有する一方、高い安定度を実現するバランスのとれた

設計となっており、世界に類のない高速偏光スイッチングや世界最高のエネルギー分解

能の実現により世界を先導する研究成果が創出され、我が国の産学の研究力強化・国際

競争力強化への貢献が期待される。さらに、我が国の放射光施設としては初めての試み

となる実験ホールの非管理区域化等により、産業界を含むユーザーの利便性が向上し、
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て、我が国の産学の研

究力強化・国際競争力

強化に向けたビジョン

や戦略の策定が必要。 
 
 
・QST が整備する３本

のビームラインについ

て、世界の中での位置

づけや強みなどを明確

化し、その利活用方策

について検討が必要。 
 
・ビームラインの共同

利用について、今後の

国の審議会等における

議論も踏まえつつ、検

討するための準備が必

要。 
 
・より強固な官民地域

パートナーシップの確

立や、パートナーと連

携した成果の最大化に

向けた取組みの検討及

び具体化が必要。 
 

幅広い分野に利用が拡幅して革新的成果が数多く創出され、学術・産業両面で競争力強

化に結び付くと予期される。我が国の産学の研究力強化・国際競争力強化に向けたビジ

ョンや戦略の策定については、今後の国の審議会等における議論との整合性を図る必要

があるが、国の運用主体として積極的に検討を進め、文科省とも相談しながら取り組み

を開始した。 
 
○ 量研が整備する３本のビームラインの世界の中での位置づけや強みについてはこれまで

にビームライン検討委員会及び施設利用検討委員会の中で議論を行い、それぞれ報告書

としてまとめたところ。令和３年度は、共用ビームラインの利用研究に主眼を置いたパ

ンフレットの改訂を行い広く配布するとともに、ウェブサイト上でビームラインのニー

ズ調査を行うなど、令和６年度からの施設の本格運用開始に向けて、その利活用の方策

について検討を開始した。 
 
○ 令和６年度からの施設の共用については、共用促進法の改正を見越して、登録機関に係

る事項を含め、令和６年度からの運用体制の検討が文科省で本格化する。それに合わせ、

次世代放射光施設の整備・運用に係る政策的及び実務的・技術的な課題を審議・調整し、

情報を共有することを目的とした次世代放射光施設運営会議とその下に検討委員会を設

置するなど、パートナー機関と連携しながら量研においても運用体制の検討を開始した

ところ。文科省とも相談しながら、引き続き検討を進める。 
 
○ パートナーの主要メンバーである東北大学及び PhoSIC との共催により令和４年度中に

国際シンポジウムの開催を予定するとともに、東北大学及び PhoSIC が主催として開催

するシンポジウムや会議などとも連携を図るなど、より強固な官民地域パートナーシッ

プの確立や、パートナーと連携した成果の最大化に向けた取組を継続する。 
 
 
 
 
 
 
 

を達成するため、世界に例の無いコン

パクトな構造の電磁石で大きな磁場強

度を発生させる必要があり、蓄積リン

グを構成する電磁石や加速管等の高性

能な構成機器を制限された領域にコン

パクトに配置するための困難さを伴

う。これらの困難を克服するため、令和

２年度に引き続き、JASRI や理研、

KEK 等と連携し、協力して課題の解決

に臨むとともに、JASRI からのクロス

アポイントを大幅に増員（12名の増員）

し、ビームライングループをはじめと

する大幅な人員拡充を行った。今後も

引き続き、人員拡充に努めるとともに、

関係機関との連携の強化に努める。 
・施設整備が進捗するに従い、国と民間

の所掌分担詳細の不明確であった部分

や、施設全体の横断的要素の分担をど

のようにするかを、時間的余裕の無い

中で決定することが求められる。ビー

ムラインの仕様も、安全確保の観点や、

コスト抑制の観点から、共通化を図る

べき部分が多く、別々の発注手続きで

業務を行う双方の組織で、仕様確定の

時期などに遅延が生じると、他方にも

多大の影響を及ぼす。このように、量研

側の努力だけでは完結せず、パートナ

ー側の進捗状況等の影響を含む様々な

課題を解決しながら計画どおり遂行す

ることは困難度が高い。これらの困難

を克服するために、次世代放射光施設

の整備・運用に係る政策的及び実務的・

技術的な課題を審議・調整し、情報を共

有することを目的とした次世代放射光

施設運営会議とその下に検討委員会を

設置するなど、パートナー機関等との

連携・調整体制を強化した。これらの会

・ 非管理区域での運用で新たに発見したこ

とは、常に発信してほしい。 
・ 次世代放射光は地域の期待も大きく、全

体像を把握できる QST に対する期待は

大きいと思う。 
・ 実験ホールの非管理区域化は、本施設の

利用にあたり、大きな利便性につながる

と期待される。 
・ 来年度のファーストビーム、再来年度の

供用開始に向けて、今後更に重要な期間

となる。大いに期待している。 
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議体を基本として、今後も引き続き、緊

密な情報共有と危機管理に努める。 

【研究開発に対する外

部評価結果、意見等】 

【研究開発に対する外部評価結果、意見等】 
＜量子医学・医療研究開発評価委員会＞ 
○ 放射線災害医療への対応、各種研修会開催、教育等、中核及び技術支援機関としての役

割を着実に果たしている。国内関連機関や国際機関との連携も図られ、適切なマネジメ

ントの下で中核機関としての役割を適切に果たすための基盤となる施設設備及び人材の

確保を計画的、着実に進めている。放射線防護・管理分野の高度人材育成、被ばく医療

研修管理システムの構築等重要な社会基盤に貢献し、原子力災害時の緊急時モニタリン

グ、被ばく医療について世界に情報を発信した。活動の焦点が研究開発の組織とは異な

り、活動成果によってマネジメントの適切性をはかることができると考える。 
○ QST の技術力や経験を生かした研究成果が着実に得られており、他機関との連携も適切

で、研究マネジメントは適切に行われていると評価できる。QST の特性を活用した研究

を展開し、分野としての全体像と出口戦略の明示、さらに有益な結果を出されることに

期待する。短半減期核種による事故初期の住民等の詳細な線量評価が行われ、難測定核

種の測定方法開発、食品中の 137Cs の移行パラメータの経時変化研究等、環境動態研究

においても重要かつインパクトのある研究成果が得られており、事故による健康影響や

環境影響に関する科学的な知見が着実に積み上げられている。継続していくことと、結

果を国民・福島県民にわかりやすく伝える活動を強化していくことが望ましい。科学的

知見の社会発信についての戦略を明確化しておく必要がある。 
○ 極めて重要な分野であり、公的研究機関としての中核的使命を担うため、社会的ニーズ

の高いテーマについて真摯に取り組み、受講者の満足度等を定量的に評価し運営に活用

するなど適切なマネジメントが図られている。コロナ禍影響の中、万全の感染防止対策

を施し、新規コースの開催、オンデマンド開催等の努力により、教員、医療関係者、警

察、消防など社会基盤を担う広い分野の人材を対象にした幅広い層の訓練者を受入れた

ことは評価できる。受講者からも高評価を受けている。研修・育成の成果を評価する上

で、具体的な目標を掲示することが望ましい。 
 
＜量子ビーム科学研究開発評価委員会＞ 
○ 次世代放射光施設計画は極めて順調に進捗しており、独自性である実験ホール非管理区

域化の道筋が見えたことは大きな成果である。 
○ PhoSIC（財団）と QST（国）の連携が最も重要であり、様々な思惑の違いを乗り越えて

次世代放射光施設運営会議及び検討委員会を設置できた点は、高く評価される。 
○ センター人員の大幅な拡充を行うとともに、JASRI 等他の機関とのクロスアポイントを

大幅に増員するなど、タイムテーブルに沿って建設を実現するためのマネジメントが適

切に図られている。 
○ 実験ホールを非管理区域とすることで、放射線業務従事者でなくても放射光実験が実施
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可能となる施設を目指しており、この方針が、原子力規制庁から原則承認される方向に

あることは大変素晴らしい。このような運用方針は、国内の放射光施設としては初の試

みであり、国内施設に極めてポジティブな波及効果があるものと期待される。 
○ 共用体制については、設置者としての QST に対して、今後、登録機関が設置されると予

想され、パートナー機関との運営上の役割分担が課題になるものと思われる。関係者間

で知恵を出し合い、利用者にとって使いやすい形での運営を目指していただきたい。 
○ タイムテーブルに沿って建設を着実に進めると同時に、運用開始以降の施設運営に関す

るブループリントを、SPring-8 の運用経験の豊富な有識者との情報共有を積極的に行い

ながら作成することが重要である。 
○ 放射光学会のみならず潜在的に広く存在するユーザー層のニーズを適切にくみ上げなが

ら、タイムリーかつ適切な施設運営を目指して頂きたい。 
○ 新しく立ち上がった運営会議及び検討委員会において今後の問題点を先取りして洗い出

すとともにその解決に向けたリーダーシップを発揮することを期待する。 
○ 現在は 28 本のビームラインのうち 10 本だけの建設段階であるが、早晩残りのビームラ

インをどうすべきか、の議論を煮詰めていく必要がある。 

 

４．その他参考情報 

決算額が予算額を上回った理由は、受託や共同研究及び自己収入等の収入の増額によるものであり、これらの資金を有効に活用することで、着実な成果の創出がなされたと認められる。 
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（別添）中長期目標・中長期計画・年度計画 

 

項目別調

書 No. 

中長期目標 中長期計画 年度計画 

Ｎｏ．４ 
放 射 線 影

響・被ばく

医療研究 

Ⅲ.1.(4) 放射線影響・被ばく医療研究 

これまで原子力災害や放射線事故に

対応してきた経験を踏まえ、より高度

な被ばく医療対応に向けた取組を進め

る。また、低線量被ばくに関しては、動

物実験等の基礎研究を通して得た知見

をもとに、放射線防護・規制に貢献する

科 

学的な情報を引き続き創出・発信して

いく。 

1）放射線影響研究 

放射線に対する感受性及び年齢依存

性について、これまで得られた動物実

験等の成果を疫学的知見と統合し、よ

り信頼性の高いリスク評価に役立てる

とともに、放射線の生体影響の仕組み

を明らかにするなど、当該分野の研究

において、国際的に主導的な役割を果

たす。さらに、環境放射線の水準や医療

被ばく及び職業被ばく等の実態を把握

して、平常時に国民が受けている被ば

く線量を評価し、原子力災害や放射線

事故時に追加された線量の推定に資す

る。 

2）被ばく医療研究 

国の被ばく医療の中核的な機関（平

成 27 年 8 月 25 日まで 3 次被ばく医

療機関、平成 27 年 8 月 26 日より高

Ⅰ.1.(4) 放射線影響・被ばく医療研究 

「国立研究開発法人放射線医学総合研究所見直し内容（平成 27 年 9 月 2 日

原子力規制委員会）」において、放射線影響における基盤的研究を引き続き実施

することが期待されている。これも踏まえ、放射線影響研究（特に低線量被ば

く）に関する基礎研究を実施し、放射線影響評価の科学的基盤として必要とさ

れている知見を収集、蓄積することで、放射線防護・規制に貢献する科学的な

情報を創出・発信していく。また、これまで我が国の被ばく医療の中核的な機

関（平成 27 年 8 月 25 日まで 3次被ばく医療機関、平成 27 年 8 月 26 日より高

度被ばく医療支援センター、平成 31 年 4 月 1 日より基幹高度被ばく医療支援

センター）として、牽引的な役割を担うことで得られた線量評価や体内汚染治

療等の成果をもとに、より高度な被ばく医療対応に向けた取組を進める。これ

らの実施に当たっては、放射線の利用と規制に関する利益相反の排除に十分配

慮する。 

1) 放射線影響研究 

・ 年齢や線質、また生活習慣要因を考慮した発がん等の放射線影響の変動に

関する実証研究を行い、動物実験等の成果や疫学的データを説明できるリ

スクモデルを構築する。実施に当たっては、様々な加速器等を用いた先端

照射技術も活用する。 

・ 特に次世代ゲノム・エピゲノム技術及び幹細胞生物学の手法を取り入れ、

放射線被ばくによる中長期的影響が現れるメカニズムに関する新知見を創

出する。 

・ また、学協会等と連携して環境放射線や医療被ばく及び職業被ばく等の実

態を把握して、国民が受けている被ばく線量を評価し、線量低減化を目的

とした研究開発を行う。 

・ さらに、国内外の研究機関や学協会等と連携して、放射線影響に関する知

見を集約・分析し、取り組むべき課題を抽出するとともに課題解決のため

の活動を推進する体制の構築を目指す。この一環として、国内外の放射線

影響研究に資するアーカイブ共同利用の拠点の構築を図る。 

Ⅰ.1.(4) 放射線影響・被ばく医療研究 

1）放射線影響研究 

・ 被ばく時年齢依存性と線質に関する動物実験で得られた腫瘍の病理解析

を行い、リスクモデル構築に必要な年齢ごとの臓器別の生物学的効果比

の評価を進め、肺がん及び髄芽腫における値を求める。また、放射線発

がん影響の修飾の効果、生活リズムの乱れや心理的ストレスの影響を確

かめる動物実験を継続し、順次解析する。 

・ 次世代ゲノム・エピゲノム技術等により、放射線誘発マウス胸腺リンパ

腫、肝がん、消化管腫瘍、ラット乳がん、肺がんにおける被ばく時年齢

の影響の解析を継続するとともに、リスクモデル構築に必要なラット乳

腺やマウス髄芽腫、胸腺リンパ腫の幹細胞を評価する実験を行い、胸腺

の細胞動態を明らかにする。遺伝子改変動物の発がん実験とがんの起源

細胞を捉えることができる細胞系譜解析実験を継続する。 

・ 国民が受けている被ばく線量の把握に資するため、環境放射線の計測技

術の開発及び調査、職業被ばくに関する調査並びに自然放射性物質によ

る被ばくに関する調査を進める。また、医療法施行規則の一部改正に対

応した医療被ばくの把握のため、透視撮影や一般撮影における患者被ば

く線量の評価システムの開発とデータ収集技術の開発高度化を引き続き

進める。 

・ 放射線影響や防護に関する課題解決のため、オールジャパンの放射線リ

スク・防護研究基盤運営委員会で具体的な重点研究課題を検討してまと

める。また、動物実験アーカイブの登録を継続して進め、公開用システ

ムでのサンプル検索と画像閲覧の運用を推進する。 

・ 放射性廃棄物による長期被ばく線量評価に資するため、生活圏に放出さ

れた放射性核種の移行挙動の解明を進める。 

2）被ばく医療研究 

・ 放射線障害からの組織再生研究に向け、障害モデル・治療法シーズの探

索を継続するとともに、新規分子の治療効果を実証する。放射線障害治
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度被ばく医療支援センター、平成 31 年

4 月 1 日より基幹高度被ばく医療支援

センター）として牽引的役割を担うこ

とで得られた成果（線量評価、体内汚染

治療等）をより発展させ、高度被ばく医

療において、引き続き先端的研究開発

を行う。さらに、緊急時の被ばく線量評

価を行う技術の高度化を進めるため、

高線量から低線量までの放射線作用の

指標となる物理及び生物学的変化の検

出・定量評価に係る研究を行う。 

2) 被ばく医療研究 

・ 放射線事故や放射線治療に伴う正常組織障害の治療及びリスクの低減化に

資する先端的な研究を行う。特に、高線量被ばくや外傷や熱傷を伴った被

ばくの治療に再生医療を適用してより効果的な治療にするため、幹細胞の

高品質化や障害組織への定着等、新たな治療法の提案等について研究開発

を行う。 

・ 大規模な放射線災害時を含む多様な被ばく事故において、被ばく線量の迅

速かつ正確な評価及びこれに必要な最新の技術開発を行う。すなわち、体

内汚染の評価に必要となる体外計測技術の高度化やバイオアッセイの迅速

化、シミュレーション技術の活用による線量評価の高度化、放射線場の画

像化技術の開発、染色体を初めとした様々な生物指標を用いた生物線量評

価手法の高度化等を行う。 

・ さらに、放射性核種による内部被ばくの線量低減を目的として、放射性核

種の体内や臓器への分布と代謝メカニズムに基づく適切な線量評価の研究

を行うとともに､治療薬を含めて効果的な排出方法を研究する。アクチニド

核種の内部被ばくに対処できる技術水準を維持するための体制を確保す

る。 

療等に応用可能な幹細胞の高品質化に向け、前年度に得られた変異低減

化系の機構解析を進めるとともに、様々な変異低減化の可能性を検証す

る。これまでに構築できた in vivo での相同組換活性測定系や可視化技

術を用い、種々の組織における活性を明らかにし、発がんや粒子線治療

との関連を解析する。また、過酸化水素による組織障害又は障害性因子

の物理化学的計測を継続するとともに、低酸素条件下での障害性因子と

細胞内分子との反応機構の解析を進める。 

・ 大規模な放射線災害を含む多様な放射線被ばく事故に対応可能な個人被

ばく線量評価手法の整備・拡充を行うため、トリアージ線量評価に関す

る技術開発を進めるとともに、FISH 法や新しい体外計測装置を用いた生

物及び物理線量評価手法の開発を進める。 

・ 内部被ばく線量の低減を目的として、放射性核種の効果的な排出促進方

法や除染薬剤剤型の開発に活用するために、放射性遷移金属の体内分布

と代謝の精細定量解析技術の精緻化に向けた研究を継続するとともに、

生体線量評価技術の開発を行う。特に生体内放射性核種の化学形情報の

拡充を図る。さらに、平成 29 年６月に国内で発生した核燃料物質による

内部被ばく事故において被ばくした作業員の内部被ばく線量解析を継続

する。バイオアッセイの迅速化及び標準化のための分析手法の改良を進

めるとともに、その有効性を国際間相互比較試験等で確認する。 

Ｎｏ．７ 
研 究 開 発

成 果 の わ

か り や す

い 普 及 及

び 成 果 活

用の促進、

国 際 協 力

や 産 学 官

連 携 の 推

進、公的研

究 機 関 と

し て 担 う

Ⅲ.2. 研究成果のわかりやすい普及及

び成果活用の促進 

量子科学技術について、研究開発を行

う意義の国民的理解を深めるため、当

該研究開発によって期待される成果や

社会還元の内容等について、適切かつ

わかりやすい情報発信を行う。 

また、機構の研究開発成果について、

その実用化及びこれによるイノベーシ

ョンの創出を図る。具体的には、特許に

ついては、国内出願時の市場性、実用可

能性等の審査などを含めた出願から、

特許権の取得及び保有までのガイドラ

2. 研究開発成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進 

・ 量子科学技術及び放射線に係る医学（以下、「量子科学技術等」という。）に

ついて、研究開発を行う意義の国民的理解を深めるため、当該研究開発に

よって期待される成果や社会還元の内容等について、適切かつわかりやす

い情報発信を行う。特に、低線量放射線の影響等に関しては、国民目線に立

って、わかりやすい情報発信と双方向のコミュニケーションに取り組む。 

・ 機構の研究開発成果について、その実用化及びこれによるイノベーション

の創出を図る。まず、特許等の知的財産権については、国内出願時の市場

性、実用可能性等の審査などを含めた出願から、特許権の取得・保有及び活

用までのガイドラインを策定し、特許権の国内外での効果的かつインパク

トの高い実施許諾等の促進に取り組むとともに、ガイドラインの不断の見

直しを行う。加えて、機構の研究開発の成果を事業活動において活用し、又

は活用しようとする者に対し、外部有識者の知見を活用した厳正な審査を

Ⅰ.2. 研究開発成果のわかりやすい普及及び成果活用の促進 

・ オンラインも活用しつつ、イベント、講演会等の開催・参加、学校等へ

の出張授業、施設公開等を実施するとともに、広報誌やウェブサイトで

の公開、プレス発表、SNS の積極的な活用など多様な媒体を通じた情報

発信を行う。また、展示施設「きっづ光科学館ふぉとん」の運営等によ

り見学者を積極的に受け入れ、量子科学技術を含む科学研究に対する国

民の理解増進を図る。 

・ イノベーションの創出を図るため、研究開発成果の権利化及び社会実装

を促進するための基本方針である「知的財産利活用ガイドライン」を基

に活動する。市場性、実用可能性等の検討を通じて、質の高い知的財産

の権利化と維持、そして活用促進に取り組む。また、機構の研究開発成

果を事業活動において活用し、又は活用しようとする者に対し、出資並

びに人的及び技術的な援助を適時適切に行う体制として、外部有識者を
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べき機能 インを策定し、特許権の国内外での効

果的な実施許諾等の促進に取り組む。

加えて、機構の研究開発の成果を事業

活動において活用し、又は活用しよう

とする者に対する出資並びに人的及び

技術的援助を適時適切に行う。 

経て、担当部署を通じた出資並びに人的及び技術的援助を適時適切に行う。 中心とした検討部会を設置し、出資先の選定条件、援助の方針等の検討

を進める。 

Ⅲ.3. 国際協力や産学官の連携による

研究開発の推進 

関係行政機関の要請を受けて、放射

線に関わる安全管理や規制あるいは研

究に携わる国際機関に積極的に協力す

る。具体的には、原子放射線の影響に関

する国連科学委員会（UNSCEAR）などの

国際機関等とのネットワークの強化に

向けた取組を行う。 

さらに、量子科学技術分野の研究開

発を効果的かつ効率的に実施し、その

成果を社会に還元するため、機構自ら

が中核となることを含め、産業界、大学

を含む研究機関及び関係行政機関との

産学官連携活動を本格化し、共創を誘

発する「場」を形成する。また社会ニー

ズを的確に把握し、研究開発に反映し

て、共同研究を効果的に進めること等

により、その「場」の活用を促進する。

その際、必要に応じクロスアポイント

メント制度を活用する。 

3. 国際協力や産学官の連携による研究開発の推進 

(1) 産学官との連携 

・ 研究成果の最大化を目標に、産学官の連携拠点として、保有する施設、設備

等を一定の条件のもとに提供するとともに、国内外の研究機関と連携し、

国内外の人材を結集して、機構が中核となる体制を構築する。これにより、

外部意見も取り入れて全体及び分野ごとの研究推進方策若しくは方針を策

定しつつ、研究開発を推進する。 

・ また社会ニーズを的確に把握し、研究開発に反映して、共同研究等を効果

的に進めること等により、産学官の共創を誘発する場の形成・活用及びイ

ンパクトの高い企業との共同研究を促進する。 

(2) 国際展開・国際連携 

・ 関係行政機関の要請を受けて、放射線に関わる安全管理、規制、被ばく医療

対応あるいは研究に携わる UNSCEAR、ICRP、IAEA、WHO 等、国際的専門組織

に、協力・人的貢献を行い、国際的なプレゼンスを高め、成果普及やネット

ワークの強化に向けた取組を行う。さらに、IAEA-CC や WHO-CC 機関として、

放射線医科学研究の推進を行う。 

・ 国際連携の実施に当たっては、国外の研究機関や国際機関との間で、個々

の協力内容に相応しい協力取決めの締結等により効果的・効率的に進める。 

Ⅰ.3. 国際協力や産学官の連携による研究開発の推進 

Ⅰ.3.(1) 産学官との連携 

・ 産学官の連携拠点及び国内外の人材が結集する研究開発拠点を目指し、

国や大学、民間企業等との情報交換を通じ、他法人等の産学連携の状況

を収集し社会ニーズの把握に努めるとともに、民間企業等との共同研究

などを戦略的に展開し、国内外の意見や知識を集約して国内外での連携・

協力を推進する。また、機構が保有する施設・設備の利用者に対して安

全教育や役務提供等を行うことで、利用者支援の充実を図る。 

・ 量子科学技術に係る研究成果創出を円滑に進めるため、国内外の研究機

関等との間で協定に基づく相互の連携協力を引き続き進める。 

・ 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）において、機構が管理法人

として指定された課題について、総合科学技術・イノベーション会議が

策定する実施方針に沿って、プログラムディレクター（PD）の方針に従

い研究開発マネジメントを行う。 

Ⅰ.3.(2) 国際展開・国際連携 

・ 原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）を始めとする国際

機関等との連携を強化するとともに、国際放射線防護委員会（ICRP）等

の放射線安全や被ばく医療分野、技術標準に関わる国際機関における議

論等に我が国を代表する専門家として派遣・参画し、国際協力を遂行す

る。さらに、国際原子力機関（IAEA）等と協力して研修会を開催するほ

か、IAEA や世界保健機関（WHO）の協働センターとしての活動や、アジア

原子力協力フォーラム（FNCA）のプロジェクトやアジア放射線腫瘍学連

盟（FARO）への参画等を通じて、我が国を代表する放射線科学の研究機

関である機構の研究成果の発信、及び人材交流等、機構の国際的プレゼ

ンス向上に向けた取組を引き続き行う。 

・ 国際連携の実施に当たり協力協定等を締結する際は、協定の枠組みを最
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大限活用できるよう、その意義や内容を精査し、これを延長する場合に

あっても、当該活動状況等、情勢を考慮した検討により、効果的・効率

的に運用する。 

Ⅲ.4. 公的研究機関として担うべき機

能 

Ⅲ.4.(1) 原子力災害対策・放射線防護

等における中核機関としての機能 

原子力規制委員会の原子力災害対

策・放射線防護のニーズに応える技術

支援機関及び災害対策基本法や国民保

護法等に位置付けられている指定公共

機関並びに基幹高度被ばく医療支援セ

ンターとしての機能を確実に確保す

る。原子力災害や放射線事故等は、発生

した場合には影響が甚大であるため、

専門人材の育成が極めて重要である。

そのため、専門的・技術的な研究水準の

向上や組織体制の整備を図るととも

に、我が国において中核的な役割を担

うことのできる専門人材を機構内で確

保することを継続的かつ計画的に進め

る。また、大学を含む研究機関と連携

し、このような専門人材の育成も継続

的かつ計画的に進める。 

具体的には、原子力災害医療体制に

おける基幹高度被ばく医療支援センタ

ーとして、原子力災害時の被ばく医療

体制に貢献するため、他の高度被ばく

医療支援センターを先導する中核的な

役割を担い、地域の原子力災害拠点病

院等では対応できない緊急時の被ばく

線量評価、高度専門的な診療及び支援

4. 公的研究機関として担うべき機能 

(1) 原子力災害対策・放射線防護等における中核機関としての機能 

・ 「災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）」及び「武力攻撃事態等及び

存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保

に関する法律（平成 15 年法律第 79 号）」に基づく指定公共機関及び原子力

規制委員会の原子力災害対策・放射線防護のニーズに応える技術支援機関

として、関係行政機関や地方公共団体からの要請に応じて、原子力事故時

等における各拠点からの機材の提供や、専門的な人的・技術的支援を行う

ため、組織体制の整備及び専門的・技術的な水準の向上を図る。国の委託事

業等の外部資金も活用して、我が国において中核的な役割を担うことので

きる専門人材を機構内に確保するように努める。また、原子力災害のほか、

放射線事故、放射線/放射性物質を使用した武力攻撃事態等に対応できるよ

う、国等の訓練・研修に参加するとともに、自らも訓練・研修を実施する。

さらに、医療、放射線計測や線量評価に関する機能の維持・整備によって支

援体制を強化し、健康調査・健康相談を適切に行う観点から、公衆の被ばく

線量評価を迅速に行えるよう、線量評価チームの確保等、公衆の被ばく線

量評価体制を整備する。 

・ 国外で放射線事故が発生した際には IAEA/RANET 等の要請に基づき、あるい

は国内の放射線事故等に際し、人材の派遣を含む支援を行うため、高度被

ばく医療センターを中心に対応体制を整備する。 

・ 原子力規制委員会により指定された基幹高度被ばく医療支援センターとし

て、他の高度被ばく医療支援センターを先導し、国、立地道府県及び大学を

含む研究機関等と協力・連携して、我が国の被ばく医療体制の強化に貢献

する。このため、高度な被ばく線量評価、高度専門的な診療及びその支援を

行う。また、高度専門研修を行うとともに、被ばく医療の研修内容の標準

化、必要な知識・技能の体系化、専門人材のデータベースの整備等を行うこ

とにより、専門人材の育成等を進める。さらに、被ばく医療、救急・災害医

療、その他の専門医療拠点等の全国的な連携体制において、被ばく医療の

中核機関として主導的な役割を果たす。 

Ⅰ.4. 公的研究機関として担うべき機能 

Ⅰ.4.(1) 原子力災害対策・放射線防護等における中核機関としての機能 

・ 原子力災害等に対応可能な線量評価手法の整備を図るとともに、実用的

で信頼性のある手法を引き続き開発し、関連機関への展開を行う。原子

力災害等が発生した場合に対応できるよう、機構全体として、要員、資

機材維持管理等の体制の整備を引き続き強化し、責務を着実に遂行する。

国や自治体の訓練に積極的に協力・参加し、さらに機構独自の訓練を実

施する。これら機構内外の訓練・研修を通じ、職員の専門能力の維持・

向上を図る。また、国の要請に応じて、緊急時被ばく医療の準備・対応

に協力する。 

・ 原子力規制委員会の技術支援機関として、放射線安全規制研究戦略的推

進事業等を活用し、放射線源規制・放射線防護による安全確保のための

根拠となる調査・研究を実施するとともに、放射線防護研究関連機関に

よるネットワークを放射線安全規制研究の推進、放射線防護人材の確保・

育成並びに放射線審議会の調査機能強化に活用する。 

・ 研修等により職員の能力向上を図り、対応体制を引き続き整備する。 

・ 基幹高度被ばく医療支援センターとして診療及び支援機能の整備を行

う。基幹及び高度被ばく医療支援センター間での情報交換を行うための

機器類を引き続き維持するとともに、オールジャパンでの被ばく医療連

携を主導し、教育訓練機能を強化する。被ばく医療分野の多職種の人材

育成のため、体系化された新たな枠組みでの原子力災害医療等の研修内

容を充実させる。特に、物理学的及び生物学的線量評価に関する研修

（WBC、甲状腺、染色体線量評価研修）を拡充する。また、研修履歴等の

情報の一元的な管理運用を開始する。 

・ UNSCEAR が実施するグローバルサーベイのため、国内情報の集約を継続

するとともに、UNSCEAR の東電福島第一原発事故の報告書の普及に貢献

する。放射線影響・防護に関する情報発信のための Web システムの運用

を行うとともに、社会情勢の変化に即したコンテンツを充実させ、国民

目線に立ったわかりやすい低線量放射線影響に関する情報発信に努め
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並びに高度専門研修等を行う。 

さらに、放射線の影響、被ばく医療や

線量評価等に関するデータを継続的に

収集整理・解析し、UNSCEAR、IAEA、WHO、

ICRP などの国際機関等へ積極的に情

報提供などを行うとともに、放射線被

ばく、特に、人と環境に対する低線量被

ばくの影響について正確な情報を国民

に広く発信する。 

・ 放射線医科学分野の研究情報や被ばく線量データを集約するシステム開発

やネットワーク構築を学協会等と連携して行い、収集した情報を、UNSCEAR、

IAEA、WHO、ICRP や ICRU 等の国際的専門組織の報告書等に反映させる。ま

た我が国における放射線防護に携わる人材の状況を把握するとともに、放

射線作業者の実態を調査し、ファクトシート（科学的知見に基づく概要書）

としてまとめる。さらに放射線医科学研究の専門機関として、国、地方公共

団体、学会等、社会からのニーズに応えて、放射線被ばくに関する正確な情

報を発信するとともに、放射線による被ばくの影響、健康障害、あるいは人

体を防護するために必要となる科学的知見を得るための調査・解析等を行

う。 

る。また、国内学術コミュニティとの連携により、線量・リスク評価研

究の高度化や行政ニーズへの対応を進めるとともに、国際機関への貢献

を図る。過去の被ばく患者に対しての健康診断等を通じ、健康障害につ

いての科学的知見を得るための追跡調査を継続する。 

Ⅲ.4.(2) 福島復興再生への貢献 

住民や作業員等の放射線による健康

上の不安の軽減、その他安心して暮ら

すことが出来る生活環境の実現、更に

原子力災害対応に貢献できるよう、東

京電力福島第一原子力発電所事故に対

応することで得られた経験を基に、被

災地再生支援に向けた放射線の人や環

境への影響に関する調査研究等に取り

組む。 

4.(2) 福島復興再生への貢献 

・ 「福島復興再生基本方針（平成 24 年 7 月 13 日閣議決定）」において、被ば

く線量を正確に評価するための調査研究、低線量被ばくによる健康影響に

係る調査研究、沿岸域を含めた放射性物質の環境動態に対する共同研究を

行うとされている。 

また、「避難解除等区域復興再生計画（平成 26 年 6 月改定 復興庁）」にお

いて、復旧作業員等の被ばくと健康との関連の評価に関する体制の整備、

県民健康調査の適切かつ着実な実施に関し必要な取組を行うとされてい

る。 

これらを受けて、国や福島県等からの要請に基づき、東電福島第一原子力

発電所事故後の福島復興再生への支援に向けた調査・研究を包括的、かつ

他の研究機関とも連携して行うとともに、それらの成果を国民はもとより、

国、福島県、UNSCEAR 等の国際的専門組織に対して、正確な科学的情報とし

て発信する。 

・ 特に、国民の安全と安心を科学的に支援するための、住民や原発作業員の

被ばく線量と健康への影響に関する調査・研究、低線量・低線量率被ばくに

よる影響の評価とそのリスク予防に関する研究、放射性物質の環境中の動

態とそれによる人や生態系への影響などの調査・研究を行う。 

Ⅰ.4.(2) 福島復興再生への貢献 

・ 前年度に引き続き、福島県が実施する住民の事故初期における外部被ば

く線量推計を支援する。また、内部被ばく線量の推計について得られた

成果を取りまとめ、適宜公表する。 

・ 独立行政法人労働安全衛生研究所からの委託に基づく緊急時作業員の疫

学的研究において、引き続き被ばく線量評価を実施する。一部の作業員

については、染色体異常解析による遡及的外部被ばく線量評価を継続す

るとともに、臓器線量評価手法について検討を進める。 

・ 前年度に引き続き、環境試料中のウラン・ネプツニウム迅速分析法の高

度化及び新たな手法の開発を進める。引き続き環境試料について調査を

行い、食品に係る放射性物質濃度データを用いて環境移行パラメータを

導出し、平均的な値を示す。ストロンチウム同位体については、表面電

離型質量分析計（TIMS）を用いた高精度分析法により、食品中における

ストロンチウムの濃度について調査を継続する。住民の長期被ばく線量

評価モデル（システム）について、他機関と外部・内部被ばくの検証を

行いつつ、実用性を向上させる。また、実験動物を用いた不溶性セシウ

ム粒子の影響について病理解析を進める。 

・ 放射線が環境中の生物に与える影響を明らかにするため、これまでの調

査・研究を継続するとともに、各種環境生物での低線量率長期照射実験

及び解析を継続する。 

・ 福島研究分室における研究環境の整備及び関係機関との連携を進めると

ともに、得られた成果を、福島県を始め国や国際機関に発信する。次期
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計画について、福島県立医科大と協議を進める。 

Ⅲ.4.(3) 人材育成業務 

量子科学技術の推進を担う機関とし

て、国内外の当該分野の次世代を担う

人材の育成に取り組む。また、東京電力

福島第一原子力発電所事故後の放射線

に関する社会の関心の高まりを踏ま

え、放射線に係る専門機関として、放射

線防護や放射線の安全取扱い等に関係

する人材や幅広く放射線の知識を国民

に伝えるための人材の育成に取り組

む。 

4.(3)人材育成業務 

・ 「第 5 期科学技術基本計画」に示されているように、イノベーションの芽

を生み出すために、産学官の協力を得て、量子科学技術等の次世代を担う

研究・技術人材の育成を実施する。 

・ 放射線に係る専門機関として、放射線影響研究、被ばく医療研究及び線量

評価研究等に関わる国内外専門人材の連携を強化し、知見や技術の継承と

向上に務める。 

・ 研修事業を通して、放射線防護や放射線の安全取扱い及び放射線事故対応

や放射線利用等に関係する国内外の人材や、幅広く放射線の知識を国民に

伝えるための人材の育成に取り組む。 

・ 国際機関や大学・研究機関との協力を深めて、連携大学院制度の活用を推

進する等、研究者・技術者や医療人材等も積極的に受け入れ、座学のみなら

ず OJT 等実践的な人材育成により資質の向上を図る。 

・ 研究成果普及活動や理科教育支援等を通じて量子科学技術等に対する理解

促進を図り、将来における当該分野の人材確保にも貢献する。 

Ⅰ.4.(3) 人材育成業務 

・ 量子科学技術や放射線に係る医学分野における次世代を担う人材を育成

するため、連携協定締結大学等に対する客員教員等の派遣を行うととも

に、連携大学院生や実習生等の若手研究者及び技術者等を受け入れる。

また、機構各部門において大学のニーズに合った人材育成を行うために、

機構における受入れ等を重層的、多角的に展開する。 

・ 引き続き放射線防護や放射線の安全な取扱い等に関係する人材及び幅広

く放射線の知識を国民に伝える人材等を育成するための研修を実施する

とともに、社会的ニーズに応え、放射線事故等に対応する医療関係者や

初動対応者に対して被ばく医療に関連する研修を実施する。 

・ 国内外の研究機関等との協力により、研究者、技術者、医学物理士を目

指す理工学系出身者を含む医療関係者等を受け入れ、実務訓練（OJT）等

を通して人材の資質向上を図る。 

・ 将来における当該分野の人材確保にも貢献するために、引き続き量子科

学技術の理解促進に係る取組を行う。 

Ⅲ.4.(4) 施設及び設備等の活用促進 

機構が保有する先端的な施設、設備

及び専門的な技術を活用し、幅広い分

野の多数の外部利用者への共用あるい

は提供を行う。その際、外部利用者の利

便性の向上に努める。これにより、量子

科学技術の中核として、我が国の研究

基盤の強化と、多種多様な人材が交流

することによる科学技術イノベーショ

ンの持続的な創出や加速に貢献する。 

4.(4) 施設及び設備等の活用促進 

・ 「第 5 期科学技術基本計画」においても示されたように、先端的な研究施

設・設備を幅広く、産学官による共用に積極的に提供するため、先端研究基

盤共用・プラットフォームとして、利用者の利便性を高める安定的な運転

時間の確保や技術支援者の配置等の支援体制を充実・強化する。 

・ 特に、HIMAC、TIARA、SPring-8 専用 BL、J-KAREN 等、世界にも類を見ない

貴重な量子ビーム・放射線源について、施設の共用あるいは共同研究・共同

利用研究として国内外の研究者・技術者による活用を広く促進し、研究成

果の最大化に貢献する。 

・ 先端的な施設と技術を活用し質の高い実験動物の生産・飼育を行って研究

に供給する。 

・ 保有する施設、設備及び技術を活用し、薬剤や装置の品質管理と保証やそ

れに基づく臨床試験の信頼性保証、並びに、放射線等の分析・測定精度の校

正や保証に貢献する。 

・ 機構内外の研究に利用を促進し、当該分野の研究成果の最大化を図るため

に、各種装置開発、基盤技術の提供、研究の支援を行う。 

Ⅰ.4.(4) 施設及び設備等の活用促進 

・ 運転維持管理体制を維持し、加速器や放射線源等の各種の量子ビームや

実験装置等の利用状況を把握するとともに、所内外で開催される展示会

等を通じて外部への周知を行い、利活用を促進する。 

・ 研究成果の最大化を図るために、加速器施設等を利用する研究課題につ

いて、施設共用課題審査委員会等において、利用課題の公募、選定、利

用時間の配分などを審査し決定する。さらに各共用施設の状況や問題点

の把握に努め、機構全体としての共同研究や共同利用研究を含めた外部

利用の推進方策について検討を行う。また、研究成果等の広報活動を行

って外部への利用を推進する。 

・ 施設の最適環境の維持や研究に必要な質の高い実験動物の供給を行い、

動物実験の適正な実施を支援する。 

・ 薬剤製造や装置利用に関する品質管理体制構築の助言や監査を通じて、

臨床研究や先進医療の信頼性保証活動を実施する。 

・ ホームページ等を活用し、各施設における各種の量子ビーム性能、実験

装置等の仕様及び計測手法等の技術情報について、機構内外に向けて幅
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広く発信する。 

Ⅲ.4.(5) 官民地域パートナーシップ

による次世代放射光施設の整備等 

官民地域パートナーシップにより、

新たなサイエンスの創出や材料科学、

触媒化学、生命科学等の幅広い分野の

産業利用等につながる次世代放射光施

設の整備等に取り組む。※ 

※加入金全額の確実なコミットメン

トが得られた上で、整備に着手するも

のとする。 

4.(5) 官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の整備等 

・ パートナー機関と連携協力しながら、官民地域パートナーシップにより、

新たなサイエンスの創出や材料科学、触媒化学、生命科学等の幅広い分野

の産業利用等につながる次世代放射光施設の整備等に取り組む。※ 

※加入金全額の確実なコミットメントが得られた上で、整備に着手するも

のとする。 

Ⅰ.4.(5) 官民地域パートナーシップによる次世代放射光施設の整備等 

・ パートナー機関と連携協力しながら、官民地域パートナーシップによる

次世代放射光施設の整備等における加速器の機器製作等を着実に進める

とともに、機器据付・調整の準備を開始する。また、運転開始当初に整

備するビームラインの機器製作等を開始する。主たる活動拠点を仙台へ

移転し、パートナー機関等との連携・調整を継続するとともに、運用期

を見据えた組織体制の検討を開始する。ウェブサイト等を通じた施設整

備に係る情報発信等を推進する。 

 


